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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人水産大学校 
評価対象事業年

度 
年度評価 平成 26 年度（第４期） 
中期目標期間 平成 23～27 年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 農林水産大臣  
 法人所管部局 水産庁増殖推進部 担当課、責任者 研究指導課長 竹葉 有記 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 評価改善課長 上田 弘 
 
３．評価の実施に関する事項 
１． 平成 27 年６月 10 日に法人の自己評価の正確性及び業務実績等にかかる現地調査を法人に赴き実施 
２． 平成 27 年６月 30 日に水産庁関係部課長等による法人理事長、監事等から年度業務実績についてのヒアリングを実施 
３． 平成 27 年７月２日に法人の年度業務実績にかかる大臣評価案について農林水産省国立研究開発法人審議会からの意見聴取を実施 
 
 
４．その他評価に関する重要事項 
１． 改正前の通則法に基づき策定した水産大学校の業務運営にかかる中期目標及び中期計画については、改正通則法附則の規定により、改正後の通則法により策定したとみなしていることから、項目

別評定調書において、業務の重要度、難易度、及び主要なアウトプットの定量的な目標、並びに主要なインプット情報の財務情報について記載が困難である項目が多く生じたため、総務大臣決定

の「独立行政法人の評価に関する指針」の趣旨の範囲内で、実情に応じ記載若しくは空欄とした。 
２． 評価における指摘事項、業務運営上の課題等については、水産大学校は平成 28 年４月に水産総合研究センターとの統合が予定されていることを踏まえたものとした。 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる。 
 
 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

A A A B  

評定に至った理由 すべての項目がＢであり、また、全体評定を引き下げる事象もなかったため、本省の評価要領等に基づき B とした。 
※ 平成 25 年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、A 評定が標準。平成 26 年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、B
評定が標準。 

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 ・本年度卒業生の就職者のうち水産分野への就職割合は、年度計画を大きく上回る実績を上げていることは評価できる。 

・特に重大な業務運営上の問題は検出されておらず、全体として順調な組織運営がなされている。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
法人全体の評定に特に大きな影響を与える事象はなかった。 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
・３級海技士免許試験については、全員合格を達成していないが、自立的には達成し難いものの、平成 25 年度は達成しており、不断の学生への働きかけに工夫が求められる。 
・平成 28 年４月に水産総合研究センターとの統合が予定されており、統合法人おける適切な人材育成業務の内部ガバナンスの構築が求められる 
・学生への情報セキュリティ対策が求められる。 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
該当なし 
 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特になし 

 
その他特記事項 特になし 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 
調書Ｐ 

備考 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目

別調

書Ｐ 

備考 
  ２３

年度 
２４

年度 
２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
  ２３

年度 
２４

年度 
２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  ２．業務運営の効率化に関する事項  
 １ 水産に関する学理及び技術

の教育 
A A A B  ４ 25%   １ 運営の効率化 A A A B  22 10% 

２ 水産に関する学理及び技術

の研究 
A A A B  11 10%   ２ 業務の効率化・透明化 A A A B  24 10% 

３ 就職対策の充実 A A A B  15 6%    A A A B   20% 
４ 教育研究成果の利用の促進

及び専門的知識の活用等 
A A A B  17 4% ３．予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

５ 学生生活支援等 A A A B  20 5%   １ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ  28 20% 
                    

           A A A B   20％ 
        ４．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
          １ 施設及び船舶整備に関する計画 A A A B  31 3% 

           ２ 人事に関する計画 A A A B  33 3% 
           ３ 内部統制 A A A B  35 2% 
           ４ 情報の公開と保護 A A A B  37 1% 

          ５ 環境対策・安全管理の推進 A A A B  39 1% 
                  
                  

            A A A B   10％ 
            
                   

                  
                  
                  

  A A A B   50％           
※平成 25 年度までの評価にあっては、農林水産省独立行政法人評価委員会の評価結果であり、A 評定が標準。平成 26 年度の評価にあっては、主務大臣の評価結果であり、B 評定が標準。   

※備考欄には、総合評価における各項目のウエイトを表記している。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
１―１ 水産業に関する学理及び技術の教育 
業務に関連する政策・施

策 
水産物の安定供給と水産業の健全な発展 
漁業経営の安定 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人水産大学校法第 11 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 年度 

専攻科の海

技士免許の

取得率 

３級海技士

合 格 率

100％ 

100％ 89.4％ 92.2％ 100％ 95.8.％  予算額（千円）      

２級海技士

合格率 80％
以上 

80％以上 72.7% 
 

78.8% 82.1% 87.5%  決算額（千円）      

          経常費用（千円）      
        経常利益（千円）      
        行政サービス実

施コスト（千円） 
     

        従事人員数      
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価

指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 水産資源の持続的

な利用、水産業の

担い手の確保、安

全・安心な水産物

の供給など、水産

業の課題や水産政

策の方向性を踏ま

えつつ、水産に関

連する分野を担う

有為な人材を供給

水産資源の持続的な利用、水産

業の担い手の確保、安全・安心

な水産物の供給など水産業の

課題や水産政策の方向性を踏

まえつつ、広く全国から意欲あ

る学生を確保することに努め

る。 
 また、入学から教育、就職指

導まで一貫性のある効果的な

教育研究・指導体制の下で、水

 水産に関する幅

広い見識と技術、実

社会でその実力を

発揮するための社

会人基礎力を身に

付けさせ、創造性豊

かで水産現場での

問題解決能力を備

えるよう、以下を実

施する。 

 国立大学法人との連携の検討に関して以下の取組

を実施した。 
 
①東京海洋大学漁業練習船神鷹丸が下関停泊時、乗

船学生等が本校を訪問し、海洋生産運航学講座主任

教授による講演と、艇庫、海洋機械工学科実験棟な

ど学内施設見学、本校教員及び学生との意見交換を

実施し、各々で蓄積してきた知識、情報などを交換

し、双方の実習を相乗効果で高め合うなど、教育効

果の向上のための連携の取り組みを行った。 

＜評定と根拠＞ 
①国立大学法人との連携の

検討については、他大学との

情報交換により安全でより

効果の高い海技士教育を行

うことが期待されること、全

国の水産・海洋系大学の練習

船の共同利用に関する情報

収集及び国立大学を含めた

研究コンソーシアムの代表

評定      B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務

実績は、 
 
・大学評価・学位授与機構

による本校の教育課程の

認定に係る審査を受けた

結果、本校の教育課程であ

る本科及び研究科は「適」
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するため、本科、

専攻科及び研究科

において、広く全

国から意欲ある学

生を確保し、水産

業・水産政策の重

要課題に的確に対

応した幅広い見識

と技術、実社会で

その実力を発揮す

るための社会人基

礎力を身に付けさ

せ、創造性豊かで

水産現場での問題

解決能力を備えた

人材の育成を図

る。 
また、専攻科定員

配分の見直しによ

る水産系海技士養

成の重点化、国立

大学法人との連携

強化による教育効

果の向上を図る

等、水産業を担う

人材の育成教育の

効果的・効率的な

在り方について検

討を行う。 
 
（１）本科 
 
 本科では、水産

全般に関する基本

的な知識の上に、

各学科の専門分野

の教育・研究を体

系的に行い、水産

の専門家として活

躍できる人材を育

成する。 

産に関する幅広い見識と技術、

実社会でその実力を発揮する

ための社会人基礎力を身に付

けさせ、創造性豊かで水産現場

での問題解決能力を備えるた

めの教育を推進する。 
 これらに加え、専攻科定員配

分の見直しによる水産系海技

士養成の重点化、国立大学法人

との連携強化による教育効果

の向上を図るなど、水産業を担

う人材の育成教育の効果的・効

率的な在り方について検討し、

必要な措置を講じる。 
（１）本科 
 本科では、水産全般に関する

基本的な知識の上に各学科の

専門分野の教育・研究を体系的

に行い、水産の専門家として活

躍できる人材を育成するとと

もに、学士の学位授与のための

大学評価・学位授与機構による

教育課程の認定を受ける。ま

た、教育レベルを確保するた

め、日本技術者教育認定機構

（ＪＡＢＥＥ）による認定を受

けた技術者教育プログラムを

維持する。 
 
ア 水産に関する総合的な教

育の推進 
 大学校は、我が国で唯一、諸

分野が総合的・有機的に関連す

る水産業・水産学を包括的に扱

っている水産専門の高等教育

機関であり、低学年での動機付

け教育から高度の専門教育ま

でを他学科の科目の履修等を

含め体系的に実施し、水産に関

する学理及び技術の総合的な

教育を推進する 

  また、教育効果の

向上に資するよう

な国立大学法人と

の連携等を引き続

き実施する。 
 
（１）本科       
 水産全般に関す

る基本的な知識の

上に各学科の専門

分野の教育・研究を

体系的に行い、水産

の専門家として活

躍できる人材を育

成するため、大学評

価・学位授与機構に

よる教育課程の認

定及び日本技術者

教育認定機構（ＪＡ

ＢＥＥ）による認定

を受けた技術者教

育プログラムを維

持するほか、以下の

教育を実施する。 
ア 水産に関する

総合的な教育の推

進          
 水産に関する学

理及び技術の総合

的な教育を推進す

るため、低学年での

動機付け教育から

高度の専門教育ま

でを他学科の科目

の履修等を含め体

系的に実施する。 
イ 練習船、実験実

習場等を活用した

実地体験型教育の

推進 
 座学と実験、実習

 
②全国の水産・海洋系大学の練習船に係る協議会に

本校教員を派遣し、文部科学省系大学での練習船運

航に関する情報収集・意見交換を行った。 
 
③研究面においても、引き続き本校が代表機関とな

って受託した農林水産技術会議のプロジェクト研

究に東北大学や東京海洋大学が参画し、宮城県の水

産加工業復興のため、低・未利用の水産物や加工残

渣を原料とした加工品開発等の実証研究を実施し

たほか、国立大学との研究・連携の推進など、これ

らの最新の研究成果を教育に反映させ、教育効果の

向上に資するような連携を行った。 
 
本科での水産の専門家として活躍できる人材の育

成に関して、以下の取組を実施した。 
 
①大学評価・学位授与機構による本校の教育課程の

認定に係る審査を受けるため、関係書類を整理・提

出して学問分野別に審査を受けた結果、本校の教育

課程である本科及び研究科は「適」と認定された。 
 
②ＪＡＢＥＥ認定維持のため認定継続審査を受審

した結果、認定期間最長の６年間の認定を受けたほ

か、部科長会議の開催等を通してＪＡＢＥＥに関す

る新たにＦＤ対応委員会規程の策定、エンジニアリ

ングデザイン能力の教育科目の策定、履修規程の改

正などの検討事項や決定事項の周知を図った。 
 
水産に関する総合的な教育に関して、以下の取組を

実施した。 
 
①動機付け教育として、全学科の１年次前期に開講

する水産学概論において、理事長、理事、校長、各

学科長、学生部長、両船船長が分担した講義の実施、

新入生に水産物を取り扱う産地市場や水産物の加

工場などの水産関連施設の見学、魚市場での新鮮な

魚を用いた調理実習、水泳の個別指導、魚食に関す

る「魚餐の科学と文化」「魚餐とビジネス」等の授

業科目により、船、海、魚食などに対する関心を深

めるとともに、団体生活における学生間の協調性、

機関として、プロジェクト研

究を受託し、その成果を教育

に反映させるなど、教育効果

の向上に資する連携をおこ

なっていることから B 評
価とした。 
 
②本科の教育において、

JABEE 認定維持がなされた

こと、水産に関する総合的な

教育の推進が適切になされ

たこと、練習船、実験実習場

等を活用した実地体験型教

育を適切に実施したこと、水

産に係る最新動向の教育へ

の的確な反映等を適切に行

ったこと、社会人基礎力の強

化を適切に図ったこと、意欲

或る学生の確保等に適切に

努めたことリメディアル教

育等を適切に実施したこと、

各学科の専門分野の教育・研

究を適切に実施したことか

ら、B 評価とした。 
 
③専攻科の教育において、水

産に関する広範な知識と技

術を有する水産系海技士の

育成に適切に努めたこと、時

代の要請に合わせた水産系

海技士の育成に適切に努め

たことから、B 評価とし

た。 
 
④研究科の教育においては、

研究科生を TA としての活

用、研究科生による積極的な

研究発表など、適切に指標の

達成に努めたことから B 

評価とした。 
 

と認定されている。 
 
・地域・産業界との連携の

下、漁業協同組合、水産市

場、水産加工場などの水産

現場に出向いて現地調査

等を行う体験型実習を実

施し、現場の実態や最新の

情報を得て広く水産に関

する理解を深めさせ、職業

選択の際の動機付けに役

立つ教育を行っている。 
 
・自治体、漁業協同組合、

水産関連企業等の幹部・担

当責任者による特別講義

等を実施し、最新の情勢・

動向、最先端の技術情報及

び消費者ニーズの動向、産

業界が求める人材等につ

いて理解させる教育を行

っている。 
 
・平成 27 年度入試におけ

る募集定員185名に対する

倍率は 5.2 倍となった。ま

た、全学生定員 740 名に対

する在学生数は824名とな

り、全国 47 都道府県から

広く学生を確保している。 
 
・平成 26 年度の専攻科修

了生の海技士免許取得及

び試験の合格実績は、３級

海 技 士 免 許 取 得 率 は

95.8％（航海 92.3％、機関

100％）、２級海技士免許筆

記試験合格率は 87.5％（航

海 84.2％、機関 92.3％）、

１級海技士免許筆記試験

には 11 名（航海：５名、
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 この場合、諸分

野が総合的・有機

的に関連する水産

業・水産学の特徴

にかんがみ、低学

年での動機付け教

育から高度の専門

教育までを体系的

かつ総合的に実施

し、練習船、実験

実習場等を活用し

た実地体験型教育

の充実を図りつ

つ、水産に関する

最新の行政・産業

ニーズ等の動向を

的確に反映した教

育を実施する。 
 
 また、教育レベ

ルを確保するた

め、外部による客

観的な評価を受け

る等の取組を推進

する。 
 

 
イ 練習船、実験実習場等を活

用した実地体験型教育の推進 
 水産業・水産学への理解の促

進と現場対応能力の養成のた

め、本校の練習船、実験実習場

等の施設及び市場や漁村など

といった水産現場を活用した

実地体験型教育を、座学との効

果的な組み合わせにより推進

する。さらに、グローバル産業

である水産業の特徴を踏まえ、

国際共同調査や公海域等での

漁業実習等を通じ、国際的視野

での水産資源管理・利用教育を

実施する。 
 
ウ 水産に係る最新動向の教

育への的確な反映と問題解決

型教育の推進 
 水産庁をはじめとする水産

行政機関、独立行政法人水産総

合研究センター等の試験研究

機関、水産団体・企業等の幹部

等現場の第一線で活躍する者

による講義等を学内の授業や

水産現場などで体系的に実施

し、水産業の課題や水産に係る

最新動向を理解させるほか、教

育職員自らの研究成果も含め、

内外の最新の研究・技術情報を

取り入れた講義及び演習等問

題解決型の教育を推進する。 
 さらに、水産関係機関・企業

等におけるインターンシップ

の適切かつ積極的な実施を図

る。 
 
エ 社会人基礎力の強化 
 乗船実習や水産現場での実

習、問題解決型教育等を積極的

を組み合わせたカ

リキュラムの下で、

授業において、本校

の練習船、実験実習

場等の施設及び市

場や漁村などとい

った水産現場を活

用するほか、国際共

同調査や公海域等

での漁業実習等を

可能な範囲で実施

する。 
ウ 水産に係る最

新動向の教育への

的確な反映と問題

解決型教育の推進 
 
 水産庁をはじめ

とする水産行政機

関、独立行政法人水

産総合研究センタ

ー等の試験研究機

関、水産団体・企業

等の幹部等による

講義等を学内の授

業や水産現場など

で体系的に実施す

る。          
 また、教育職員自

らの研究成果も含

め、内外の最新の研

究・技術情報を取り

入れた講義及び演

習等問題解決型の

教育を実施する。          
 さらに、水産関係

機関・企業等におけ

るインターンシッ

プを実施する。 
エ 社会人基礎力

の強化 

団結心などを養うことができた。 
 
②専門教育においては、カリキュラムの一部改正に

より各学科の卒論等の履修に必要な単位数を１０

６単位に統一するなど、効果的・効率的な専門教育

を実施した。 
 また、各学科で他学科の学生向けの必修科目とし

て開講するとともに、他学科の専門教育科目を自由

選択科目として一定の範囲内で自学科の専門科目

と同等のものと認める制度により、水産に関する総

合的な知識を身に付けさせた。 
 
乗船実習等の実地体験型教育に関して、以下の取組

を実施した。 
 
①座学と実験・実習等を効果的・効率的に配置した

「らせん型教育」を実施し、特に海技士教育につい

ては５カ年一貫教育を意識し、効果的・効率的なカ

リキュラム編成の下で実施した。 
 
②練習船による乗船実習については、全学科で必修

科目として「乗船」を体験させた他、漁業実習、海

洋観測・海洋調査による調査方法の修得や水産関連

施設等の見学による水産現場の理解を深めさせた。

また、ＳＥＡＦＤＥＣとの学術交流協定に基づく国

際共同調査、水産庁・（独）水産総合研究センター

との連携による調査により、国際的な視点に立った

水産資源管理・利用のあり方等を教授した。 
 
③実験実習場の立地環境・特性を活かして、増養殖

や生態系保全、水域環境に関する実習を実施した

他、、地域・産業界との連携の下、漁業協同組合、

水産市場、水産加工場などの水産現場に出向いて現

地調査等を行う体験型実習を実施し、現場の実態や

最新の情報を得て広く水産に関する理解を深めさ

せるとともに、グループ活動を通じて社会人に必要

な人格・責任感・協調性が養成され、将来の職業選

択上も大いに役立つ経験の機会を与えることがで

きた。 
 
 水産に係る最新動向の教育への的確な反映と問

＜外部委員の意見＞ 
・6 年間の JABEE 認定は、

最長期間であり、大いに評価

すべきと判断する。評定をひ

とつ上げてもよいのではな

いか。 
 
・本科、研究科ともに教育の

実施状況等の審査にあたる

認定教育機関からいずれも

「適」と認められ併せて

JABEE の認定継続審査期間

最長の６年間の認定を受け

たことは、大学校が適正な教

育レベル確保・維持できてい

る証であり、高い評価に値す

る。 
 
・JABEE 認定の維持は、全

職員の努力が必要である。維

持に足る努力を行っている。 
 
 
・現場における実地体験の重

要性は、強調しすぎることは

ない。 
 
・高校訪問等教職員あげて学

生確保の取組みを行った結

果、入試倍率は５．２倍を挙

げるとともに、在学生の出身

地は全４７都道府県に広く

わたる学生の確保が図られ

ていることからも、本校の周

知が図られ、意欲ある水産業

後継者育成に資する結果と

なっていると評価できる。 
 
・小項目 ひとつ下の項目と

もに Ｂではなく Ａ評価

で良いのではないか。 

機関：６名）が合格してい

る。 
 
等であり、専攻科の３級海

技士免許試験の全員合格

には至らなかったものの、

合同企業説明会に参加し

た企業に対して、本校を卒

業した従業員の能力につ

いてアンケートを実施し、

５段階中の上位２段階で

ある「十分評価」、「ほぼ評

価」と評価された割合は８

割を超えているなど、業界

に十分に認められる教育

成果となっていることか

ら B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 
３級海技士免許試験につ

いては、全員合格を達成し

ていないが、自立的には達

成し難いものの、平成 25
年度は達成しており、不断

の学生への働きかけに工

夫が求められる。 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 
 
・外部評価、体験実習、産

業界が求める人材、入試状

況、及び専攻科の免許取得

率などの視点から評価が

行われ、評定をＢとしてい

る。法人は年度計画にもと

づいて活動しており、業務

実績はほぼ所期の目的を

達成していると思われる。

よって、大臣評価案は適切 
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に実施していく中で、社会人基

礎力の涵養を図るとともに、就

職先における評価からその効

果を把握することに努める。 
 
オ 意欲ある学生の確保と水

産業後継者の育成 
 水産業の担い手を確実に育

成していけるよう、少子化時代

に対応して、高校訪問等によ

り、本校の紹介、周知に努める

とともに、水産関係業界が求め

る人材を把握しつつ、学生の応

募状況、入学後の教育の実施状

況等を踏まえ、必要に応じて推

薦入試、一般入試制度等を改善

し、意欲ある学生の安定的な確

保を図る。 
 特に、漁業就業者等の確保を

図るため、推薦入試制度等を活

用することにより、水産業の直

接の担い手となる後継者等の

育成を図る。 
 
カ リメディアル教育の実施

等と学生の修学指導 
 教養教育及び専門基礎教育

とともに、リメディアル教育を

実施し、幅広い知識の教授及び

基礎学力等の一層の向上に努

める。また、必要な場合には水

産専門教育との関連づけを意

識しつつ、これらの教育を効果

的・効率的に実施するほか、研

究科生等によるティーチン

グ・アシスタント制度を活用

し、教育効果の向上を図る。 
 クラス担当教員の配置、修学

状況の父母等への開示等を通

じて学生の修学指導を実施す

る。 

 
 乗船実習や水産

現場での実習、問題

解決型教育等にお

いて、①前に踏み出

す力（アクション）、

②考え抜く力（シン

キング）、③チーム

で働く力（チームワ

ーク）を身に付ける

ための教育を行う。

また、就職企業に本

校出身者がこうし

た力を身に付けて

いるかを調査する。 
オ 意欲ある学生

の確保と水産業後

継者の育成 
 
 本校の紹介、周知

のため、高校訪問等

を行う。また、水産

企業に対する関係

業界が求める人材

の把握、漁業就業者

等の確保のための

推薦入試制度の活

用状況を含めた学

生の応募状況等を

踏まえ、必要に応じ

て推薦入試制度、一

般入試制度等の改

善について検討す

る。 
カ リメディアル

教育の実施等と学

生の修学指導 
          
 教養教育及び専

門基礎教育に加え、

授業科目の円滑な

題解決型教育の推進に関して、以下の取組を実施し

た。 
 
①水産行政、水産業等の最新動向を学生に理解させ

るため、必修科目として「水産特論」を水産庁幹部

職員等を講師として行い、農林水産大臣の本校視察

時にも講演が行われた。また、自治体、漁業協同組

合、水産関連企業等の幹部・担当責任者による特別

講義等を実施し、最新の情勢・動向、最先端の技術

情報及び消費者ニーズの動向、産業界が求める人材

等について理解させた。 
 
②各学科で実施している教育対応研究で得られた

最新の知見や研究・技術開発情報を積極的に講義に

取り入れた他、いくつかの課題に対して少人数のグ

ループ編成による実践やプレゼンテーション、全体

討論を通して学習する、問題解決型教育を行った。 
 
③学生のインターンシップ参加を促進し、水産庁本

庁、水産総合研究センター、地方自治体の水産関連

部署、水産関連企業、団体等で計４３名の学生がイ

ンターンシップを実施し、参加学生は職場体験を通

じて課題意識を持つなど学習意欲が喚起された。 
 
社会人基礎力の強化に関して、以下の取組を実施し

た。 
 
 乗船実習や水産現場での実習、卒業研究・論文に

関する研究課題決定、計画立案、資料収集等の実践

と成果発表等を組み合わせた問題解決型教育、キャ

リアガイダンス等の実施により、社会人基礎力を養

った。また、社会人基礎力が身に付いているかを調

査するため、合同企業説明会に参加した企業に対し

て、本校を卒業した従業員の能力についてアンケー

トを実施し、5 段階中の上位２段階である「十分評

価」、「ほぼ評価」と評価された割合は８割を超えた。 
 
 意欲ある学生の確保と水産業後継者の育成に関

して、以下の取組を実施した。 
 
①水産系高校の卒業生や水産業後継者を目指す者

 
・すべての学生が三級海技士

試験等に合格するよう務め

るという極めて高い目標に

対して、三級海技士について

９５．８％の実績を上げたこ

と、また、二級海技士の筆記

試験８０％合格を目指すこ

とに対して８７．５％と目標

をクリアしている。担当官に

よる特別講演等学校側の努

力と学生の高い意識が相乗

的に大きな結果を挙げたも

のと考えられ高く評価でき

る。 
 
・良好な合格率を達成してい

る。今後の海技士に求められ

る広い知見や素養の育成に

努力している。 
 
・３級海技士免許取得の目標

であるが、取得には学生個人

の様々な要因が関与してく

るものと思われるが、「すべ

ての」という表現にしなけれ

ばならないのか。また、「す

べての」という目標の場合、

それ以上の実績を出しよう

がないので、S 評価の付きよ

うがないのではないか。 
 
・現在の日本で、定員超過が

出るほどの人気があるのは

素晴しい現象である。 
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キ  各学科の専門分野の教

育・研究 
 （水産流通経営学科） 
 水産業に係る制度や政策に

精通し、水産物流通の多チャン

ネル化等を踏まえた経営戦略

の策定、地域資源を活用した水

産業振興を推進する能力を有

する人材を育成するための教

育・研究を行う。 
 （海洋生産管理学科） 
 練習船による実践的な教育

に基づく、専攻科に連接する教

育の下で、水産物供給に関わる

高度な知識を備えた水産系海

技士（航海）を育成するととも

に、漁業現場において持続的生

産に向けた資源管理の実践を

指導しうる人材を育成するた

めの教育・研究を行う。 
 （海洋機械工学科） 
 練習船による実践的な教育

に基づく、専攻科に連接する教

育の下で、水産物供給に関わる

高度な知識を備えた水産系海

技士（機関）を育成するととも

に、水産業の生産性向上のため

の技術開発を担う人材を育成

するための教育・研究を行う。 
 （食品科学科） 
 生産から消費までの全体の

流通を俯瞰して、最も有効な水

産物利用と産地における高付

加価値化を推進するとともに、

適切な食品表示を行う能力を

有する人材を育成するための

教育・研究を行う。 
 （生物生産学科） 
 持続的生産を実現する上で

必要な生態系管理といった新

履修が必要な学生

に対しリメディア

ル教育を実施する

ほか、必要に応じ、

研究科生等をティ

ーチング・アシスタ

ントとして活用し、

教育効果の向上を

図る。 
 また、クラス担当

教員の配置、修学状

況の父母等への開

示等を通じて学生

の修学指導を実施

する。 
キ 各学科の専門

分野の教育・研究 
          
 水産全般に関す

る基本的な知識と

ともに、各学科の専

門分野の教育・研究

を体系的に行い、水

産の専門家として

活躍できる人材を

育成する。 
（２）専攻科 
ア 水産に関する

広範な知識と技術

を有する水産系海

技士の育成 
          
 水産業を担う船

舶運航技術、漁業生

産管理技術、舶用機

関技術、水産機械関

連技術等に係る専

門教育と水産に係

る広範な知識と技

術を備えるための

教育を本科関連学

等を対象とした推薦入試制度の活用、本校教員によ

る計２５６校の高校訪問、水産流通学科の職業高校

枠に商業高校を追加、職業高校枠、オープン枠、後

継者枠へと推薦入試制度を判りやすく再編するな

ど、意欲の高い学生の確保に努めた結果、平成２７

年度入試における募集定員１８５名に対する倍率

は５．２倍となった。また、全学生定員７４０名に

対する在学生数は８４２名となり、全国４７都道府

県から広く学生を確保することができた。 
 
②水産関係業界が求める人材を把握するため、就職

担当教員等が企業等にヒアリング調査を行ったほ

か、本校に求める人材育成のアンケート調査を行

い、自己収入の拡大や教育内容の高度化等、裨益す

る業界との連携に関して具体的な取り組みの検討

へと活用した。 
 
リメディアル教育の実施等と学生の修学指導に関

して、以下の取組を実施した。 
 
①入学生の共通教育科目に係る基礎学力を効果

的・効率的に向上させるため、学力に応じたクラス

別け等を行った上で、高校教育の補習的な授業内容

のリメディアル教育を実施した他、専門科目の理解

が不足している学生を対象とした補習授業を実施

した。 
 
②水産学研究科生の指導者としての技術の向上と

本科学生への教育内容の充実を図ることを目的と

したティーチング・アシスタント（ＴＡ）制度によ

り、水産学研究科生のべ１０名（実人数６名）をＴ

Ａとして活用した。 
 
③クラス担当制により、入学から卒業まで一貫して

学生の指導を行い、就職、進路、生活など学生への

幅広い支援を行った。また、指導にあたっては個人

情報やプライバシー、ハラスメントなどに十分配慮

し、学生課および臨床心理士、看護師などと連携し

て対応を行った。 
 
各学科の専門分野の教育・研究に関して、以下の取
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たな視点や、最新の増養殖技術

に関する知識を有するととも

に、増養殖や漁業生産等の水産

現場にこうした技術の導入を

指導しうる人材を育成するた

めの教育・研究を行う。 
（２）専攻科 
ア 水産に関する広範な知識

と技術を有する水産系海技士

の育成 
 漁業調査船や漁業練習船、海

洋調査船、水産物の船舶輸送で

は、水産の知識と技術を有する

水産系海技士は不可欠であり、

社会的ニーズも踏まえ、水産業

を担う船舶運航技術、漁業生産

管理技術、舶用機関技術、水産

機械関連技術等に係る専門教

育と水産に係る広範な知識と

技術を備えるための教育を本

科関連学科の段階からの５年

一貫教育で実施することによ

り、上級海技士の資格を持った

水産系海技士として活躍でき

る人材を育成する。 
 その際、すべての学生が三級

海技士試験等に合格するよう

努めるとともに、二級海技士免

許筆記試験受験者の８０％の

合格率を目指すものとする。 
 
イ 時代の要請に合わせた水

産系海技士の育成 
 時代の要請に合わせた水産

系海技士の育成のため、社会的

ニーズに応じた水産系海技士

の養成課程について、定員配分

等の見直しを行う。 
 また、平成２２年度に設置し

た実習教育センターを中心に、

練習船ごとに行っていた船舶

科の段階からの５

年一貫教育で実施

する。          
 その際、すべての

学生が三級海技士

試験等に合格する

よう努めるととも

に、二級海技士免許

筆記試験受験者の

８０％の合格率を

目指す 
 
イ 時代の要請に

合わせた水産系海

技士の育成 
社会的ニーズ、他

の水産系海技士の

育成状況を踏まえ、

必要に応じて水産

系海技士教育のよ

り効果的な実施方

法等を検討する。          
 また、実習教育セ

ンターを中心に、船

舶教職員の配置や

実習等を一元管理

する。 
（３）水産学研究科 
 本科より更に専門

性の高い知識と研

究手法に関する教

育・研究を行うとと

もに、水産業・水産

行政・調査研究等で

求められる現場で

の問題解決、水産施

策、研究等の企画、

遂行、取りまとめ等

に係る高度な能力

と組織における指

導者としての行動

組を実施した。 
 
①水産流通経営学科においては、水産業振興を推進

する能力を有する人材の育成を行った。 
 
②海洋生産管理学科においては、高度な知識を備え

た水産系海技士（航海）及び資源管理の実践を指導

しうる人材の育成を行った。 
 
③海洋機械工学科においては、高度な知識を備えた

水産系海技士（機関）及び水産業の生産性向上のた

めの技術開発を担う人材の育成を行った。 
 
④ 食品科学科においては、水産物の有効利用と高

付加価値化、適切な食品表示を行う能力を有する人

材を育成した。 
 
⑤ 生物生産学科においては、生態系管理や、最新

の増養殖技術に関する知識を有し、水産現場にこう

した技術の導入を指導しうる人材を育成した。 
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教職員の配置や実習等の一元

管理による効率化を図り、水産

系海技士養成に係る教育効果

を一層高めるものとする。 
 
３）水産学研究科 
 水産学研究科では、本科又は

大学で身に付けた水産に関す

る専門知識と技術を基盤に、水

産業及び水産政策の重要課題

解決に向け、更に専門性の高い

知識と研究手法に関する教

育・研究を行い、高度な技術指

導や企画・開発業務で活躍でき

る人材を育成する。 
 特に、水産業・水産行政・調

査研究等で求められる現場で

の問題解決、水産施策、研究等

の企画、遂行、取りまとめ等に

係る高度な能力と組織におけ

る指導者としての行動のあり

方を修得させるほか、専門分野

外も含めた水産の総合力を養

い、広い視野を持たせる。 
 また、修士の学位授与のため

の大学評価・学位授与機構によ

る教育課程の認定を受ける。 

のあり方を修得さ

せるため、研究科生

をリサーチアシス

タントとして活用

するほか、研究補助

者としての活用を

図る。        
 また、専門外の科

目を必要な修了単

位として認め、専門

分野外も含めた水

産の総合力を養い、

広い視野を持たせ

る。        
 このほか、研究論

文の対外的な発表

を積極的に推進す

るとともに、修士の

学位授与のための

大学評価・学位授与

機構による教育課

程の認定を受ける。 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
１―２ 水産業に関する学理及び技術の研究 
業務に関連する政策・施

策 
水産物の安定供給と水産業の健全な発展 
漁業経営の安定 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人水産大学校法第 11 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（ 前 中 期

目 標 期 間

最 終 年 度

値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

外部資金の

獲得 
外部競争的資金

の獲得及び受託

研究等の実施件

数 

30 件以上 37 件 35 件 37 件 33 件  予算額（千円）      

    
 

    決算額（千円）      

          経常費用（千円）      
        経常利益（千円）      
        行政サービス実

施コスト（千円） 
     

        従事人員数      
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指

標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 高等教育機関とし

て、研究は、教育と

一体かつ双方向で

実施すべき業務で

あり、「水産業を担

う人材を育成する」

教育にとって重要

な役割を担うもの

であることを踏ま

高等教育機関として、研究は、

教育と一体かつ双方向で実施

すべき業務であり、「水産業を

担う人材を育成する」教育にと

って重要な役割を担うもので

あることを踏まえて実施する。 
 
 なお、水産現場で活躍できる

人材の育成を目的としている

 高等教育機関として、研

究は、教育と一体かつ双方

向で実施すべき業務であ

り、「水産業を担う人材を育

成する」教育にとって重要

な役割を担うものであるこ

とを踏まえて、以下の研

究・活動を実施する。    
 また、研究活動の充実を

 ＜主要な業務実績＞ 
 研究の客観的評価と予算配分等

への適切な反映を行うため、以下

の取組を実施した。 
 
①外部競争的資金の獲得に向けた

予備的研究等を推進するため「学

内競争的資金」を設け、学内審査

の結果、３件の課題に対して研究

 ＜評定と根拠＞ 
①学内公募と選考により

研究資金を重点配分し、採

択した案件では成果を元

にした外部競争的資金へ

の応募や行政・産業・地域

への貢献活動、成果の公表

等が為されているので B 
評価とした。 

評定    B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・教育対応研究として、全学科で計

60 の小課題に取り組み、研究成果

として論文 108 件、著書 15 件、口

頭発表 206 件、報告書 155 件を公

表している。 



12 
 

えたものとする。 
 
 なお、水産現場で

活躍できる人材の

育成を目的として

いることから、その

研究内容は、それに

携わる学生が、将来

水産現場でそれを

活かして問題解決

に取り組めるよう、

水産業が抱える課

題への対応を十分

意識したものとす

る。 
 
 また、研究活動の

充実に必要なイン

センティブ向上等

のための措置を講

ずる。 
（１）教育対応研究 
 
 水産に関する学

理及び技術の教育

に資する研究を推

進する。 
（２）行政・産業・

地域振興対応研究

活動 
 
 教育への反映と

ともに、行政・産

業・地域振興への貢

献につながる対外

的な活動を推進す

る。 
（３）共同研究等の

推進 
 
 大学校の教育研

ことから、その研究内容は、そ

れに携わる学生が、将来水産現

場でそれを活かして問題解決

に取り組めるよう、水産業が抱

える課題への対応を十分意識

したものとする。 
 
 また、研究活動の充実を図る

ため、研究の客観的評価と予算

配分等への反映、産学公連携の

組織的対応を推進する。 
 
（１）教育対応研究 
 
 大学校が有する練習船、その

他の施設等教育及び研究のた

めの資源を活用し、独自性のあ

る研究を推進することに留意

しつつ、以下の研究を推進す

る。 
ア 水産流通経営に関する研

究（水産流通経営学科） 
イ 海洋生産管理に関する研

究（海洋生産管理学科） 
ウ 海洋機械工学に関する研

究（海洋機械工学科） 
エ 食品科学に関する研究（食

品科学科） 
オ 生物生産に関する研究（生

物生産学科） 
カ 水産に関する研究  （水

産学研究科） 
（２）行政・産業・地域振興対

応研究活動 
 現下の水産業が抱える課題

を踏まえ、行政・産業・地域振

興への貢献につながる対外的

な活動を以下のとおり推進す

るとともに、これらの活動を通

じて、水産の現場での問題解決

能力を有する人材の育成を図

図るため、研究の客観的評

価と予算配分等への反映を

行う。 
 
１）教育対応研究        
 大学校が有する練習船、

その他の施設等教育及び研

究のための資源を活用し、

独自性のある研究を推進す

ることに留意しつつ、以下

の研究を推進する。 
ア 水産流通経営に関する

研究（水産流通経営学科） 
イ 海洋生産管理に関する

研究（海洋生産管理学科） 
ウ 海洋機械工学に関する

研究（海洋機械工学科） 
エ 食品科学に関する研究

（食品科学科） 
オ 生物生産に関する研究

（生物生産学科） 
カ  水産に関する研究  

（水産学研究科） 
 
（２）行政・産業・地域振

興対応研究活動        
 現下の水産業が抱える課

題を踏まえ、水産の現場で

の問題解決能力を有する人

材の育成を図るため、行

政・産業・地域振興への貢

献につながる対外的な活動

を以下のとおり推進する。 
ア 水産流通経営学科 
 水産物の流通・消費、水

産業の経営管理の高度化、

水産を核とした地域振興 

等 
イ 海洋生産管理学科 
 漁船の安全性の向上、省

エネ・省人・省力化のため

予算を重点配分し、研究を支援し

た。 
 
②現下の水産業が抱える課題を踏

まえて設定した３つのテーマに係

る行政・産業・地域振興への貢献

活動を推進する「学内横断プロジ

ェクト推進費」を設け、学内審査

の結果、４件の課題に対して研究

予算を重点配分し、研究活動を支

援した。 
 
③研究機能が脆弱な中小企業等の

依頼に応じて実施する研究や、本

校の業務として行う国際共同調査

等に対する配分を行う「共同研究

支援費」を設け、学内審査の結果、

１件の課題に対して研究予算を重

点配分し、共同研究を支援した。 
 
④このほか、教育研究機器の購入

や教育環境の整備に対して、学内

で必要性を検討の上で配分を行う

とともに、前年度の外部資金の獲

得状況や社会貢献活動の実施状

況、論文発表のインパクト等に応

じて予算を配分した。 
 
教育対応研究として、全学科で

計計６０の小課題に取り組み、そ

の研究成果を教育に反映させると

ともに、研究成果として論文１０

８件、著書１５件、口頭発表２０

６件、報告書１５５件を公表した。 
  
行政・産業・地域振興対応研究活

動として、以下の取組を実施し、

その研究成果を行政や業界に発信

した。 
 
・「水産物の流通・消費、水産業の

 
②教育対応研究として計

画を順調に慎重区したこ

とから B 評価とした。 
 
③教育対応研究として計

画を順調に進捗させたこ

とから B 評価とした。 
 
④受託件数の数値目標を

引き続き達成したことに

加え、共同研究等にも積極

的に参加したことから B 
評価とした。 
 
＜外部委員の意見＞ 
 
・従来の水産分野では、「教

育」は研究対象としてほと

んど考えられていなかっ

たので、「教育」自体を研

究する教員の増加は評価

できる。 
 
・行政の諮問への参加の強

化は評価できる。今後は、

諮問内容への対応のモニ

タリングも必要と考えら

れる。 
 
・下関市としても、共同研

究を行ってもらっている

が、栽培漁業の放流効果な

どの面で、今後も助力、助

言をお願いしたい。 
 
・共同研究の充実が評価で

きる。 
 

 
・行政・産業・地域振興への貢献活

動を推進する「学内横断プロジェク

ト推進費」を設け、学内審査の結果、

４件の課題に対して研究予算を重

点配分し、研究活動を支援した。 
 
・研究費の外部資金の獲得につい

て、国、地方公共団体、水産団体、

民間企業等の公募又は依頼に基づ

く調査・研究を年度計画 30 件以上

を上回る 33 件実施したほか、科学

研究費補助金により 18 件の研究を

実施している。 
 
等であるが、これらに学生等が接す

ることにより、卒業後の水産物の流

通・消費、水産業の経営管理の高度

化、水産を核とした地域振興等に資

する人材となることが期待される

ことから B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び

改善方策＞ 
特になし 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 
 
・研究発表、学内プロジェクト研究、

外部資金獲得状況を主な評定対象

としている。これらに関する法人の

業務実績は年度計画に従ったもの

である。特に外部資金の獲得件数は

目標を 10%上回る 33 件である。よ

って、大臣評価は適切 
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究活動充実の一環

として、国、地方公

共団体、水産団体、

大学、民間企業等と

の共同研究等を実

施する。 

る。 
ア 水産流通経営学科 
 水産物の流通・消費、水産業

の経営管理の高度化、水産を核

とした地域振興 等 
イ 海洋生産管理学科 
 漁船の安全性の向上、省エ

ネ・省人・省力化のための漁船

漁業システム、水産資源の調

査・解析方法と評価、資源・生

態系に対する海洋環境の影響、

生態系の保全と水産資源の適

正管理 等 
ウ 海洋機械工学科 
 安全性の向上、省人・省力化

のための水産機械システム、漁

船等の船舶機関からの環境負

荷の低減、水産業振興や温暖化

防止に向けた新技術 等 
エ 食品科学科 
 水産食品の安全性の向上、未

利用資源の有効利用、水産食品

の高品質化 等 
オ 生物生産学科 
 水産資源生物の生理・生態特

性と増養殖技術の高度化、沿岸

環境・生態系の機能及びその保

全、水産資源生物の遺伝情報と

育種 等 
カ 学内横断プロジェクト 
 
○地域特産種を核とした産業

振興 
○里海の保全、活用による漁村

振興 
○省エネや循環型社会に向け

た技術開発・実用化 
 
（３）共同研究等の推進 
 教育研究活動充実の一環と

して、外部競争的資金の獲得及

の漁船漁業システム、水産

資源の調査・解析方法と評

価、資源・生態系に対する

海洋環境の影響、生態系の

保全と水産資源の適正管理 

等 
ウ 海洋機械工学科 
 安全性の向上、省人・省

力化のための水産機械シス

テム、漁船等の船舶機関か

らの環境負荷の低減、水産

業振興や温暖化防止に向け

た新技術 等 
エ 食品科学科 
 水産食品の安全性の向

上、未利用資源の有効利用、

水産食品の高品質化 等 
オ 生物生産学科 
 水産資源生物の生理・生

態特性と増養殖技術の高度

化、沿岸環境・生態系の機

能及びその保全、水産資源

生物の遺伝情報と育種 等 
カ 学内横断プロジェクト 
○地域特産種を核とした産

業振興 
○里海の保全、活用による

漁村振興 
○省エネや循環型社会に向

けた技術開発・実用化 
 

経営管理の高度化、水産を核とし

た地域振興等」 
・「漁船の航行及び操業の安全性の

向上、水産資源のソフト的及びハ

ード的調査・解析手法、資源の動

態解明と資源管理情報の提供、生

態学的見地からの解析等」 
・「環境との調和、省人・省力化の

ための水産機械システム、漁船等

の船舶機関からの環境汚染物質の

低減、次世代小型漁船の技術開発

等」 
・「水産食品の安全性の確保、未利

用資源の有効利用、水産食品の加

工技術の実用化等」 
・「水産資源生物の生理・生態特性

と増養殖技術の高度化、沿岸環

境・生態系の機能及びその保全、

水産資源生物の遺伝情報と育種

等」 
 
以上５分野に加え、学内横断プロ

ジェクトとして次の３つの課題に

取り組んだ。 
・「地域特産種を核とした産業振

興」 
・「里海の保全、活用による漁村振

興」 
・「省エネや循環型社会に向けた技

術開発・実用化」 
 
 外部資金の獲得について、国、

地方公共団体、水産団体、民間企

業等の公募又は依頼に基づく調

査・研究を計３３件実施したほか、

科学研究費補助金により１８件の

研究を行った。 
 
 共同研究等について、都道府県

の試験研究機関、独立行政法人、

国立大学法人及び民間企業等と共
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び受託調査研究等を積極的に

推進するとともに、国、地方公

共団体、水産団体、大学、民間

企業等との共同研究等を実施

する。 

同研究契約等を締結して、計２２

件の共同研究を実施した。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
１―３ 就職対策の充実 
業務に関連する政策・施

策 
水産物の安定供給と水産業の健全な発展 
漁業経営の安定 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人水産大学校法第 11 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

水産分野へ

の就職率 
水産分野へ

の 就 職 率

75％以上 

75％以上 80.5％ 81.5％ 81.2％ 88.2％  予算額（千円）      

    
 

    決算額（千円）      

          経常費用（千円）      
        経常利益（千円）      
        行政サービス実

施コスト（千円） 
     

        従事人員数      
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 大学校で学ん

だ水産に関す

る知識や技術

を就職先で活

かせるよう、水

産に関連する

分野への就職

割合を向上さ

せるべく、大学

校を挙げて取

組を充実させ、

 「水産業を担う人材を育

成する」との大学校の目的

に鑑みれば、学生の就職は

教育機関たる大学校事業の

到達点である。また、大学

校で学んだ水産に関する知

識や技術を就職先で活かせ

ることは、学生本人はもと

より就職先、ひいては我が

国社会にとって有益なこと

である。このことから、こ

（１）各学生の希望

や適性に応じた求

人企業の紹介を行

うなど教職員を挙

げて就職の促進に

取り組む。 
（２）水産に関連す

る分野への就職割

合が内定者ベース

で７５％以上を確

保する。 

＜主な定量的

指標＞ 
②水産関連分

野への就職率

が７５％以上

確保されてい

るか。（重要） 
 
 
 

＜主要な業務実績＞ 
教職員を挙げた就職促進のための取り組

みとして、以下を実施した。 
 
 就職活動開始時期の変更を踏まえ、講

演会と連携した合同企業説明会の開催、就

職支援室に常駐する就職統括役による学生

への助言・指導対応、電子掲示装置を用い

た就職関連情報の掲示、就職対策検討委員

会の設置、外部講師及び学生部長を講師と

した就職ガイダンス、公務員試験対策等に

＜評定と根拠＞ 
①教職員を挙げた就職の促進のための取

り組みについては、就職活動開始時期が

大きく変更されたにもかかわらず、学生

の就職活動をスムーズに支援したことか

ら、当初の目標を達成し、計画は順調に

進捗し、 B 評価とした。 
②水産関連分野への就職割合について

は、水産分野への就職割合が目標値を大

きく上回る高い値を達成することができ

たことから B 評価とした。 

評定    B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業

務実績は、 
 
・水産関連分野への就労

の動機付けのための教

育・指導に注力してお

り、教職員を上げた取組

が認められる。 
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水産業及びそ

の関連分野へ

の就職割合が

７５％以上確

保されるよう

努める。 

れまでの求人企業等の公開

から、今後は各学生の希望

や適性に応じた求人企業の

紹介を行うなど教職員を挙

げて就職に関する取組を充

実させ、内定率の維持・向

上を図るとともに、水産に

関連する分野への就職割合

（内定者ベース）が７５％

以上確保されるよう努め

る。 
 
 このため、入学時からの

動機付け等の教育や指導、

就職関連情報の収集と学生

への効果的な提供、職員に

よる企業訪問や情報 発信、

インターンシップの支援等

に組織的に対応するなど、

大学校全体での取組と学科

レベルの取組との有機的連

携により就職対策の効果的

な推進を図る。 

（３）組織的に以下

の就職対策を実施

する。 
 
 ア 入学時から

の動機付け等の教

育や指導 
  イ 就職関連情

報の収集と学生へ

の効果的な提供 
  ウ 職員による

企業訪問や情報発

信 
  エ インターン

シップへの支援 
  オ 水産業界の

人材ニーズの把握

と就職対策への反

映  

学校全体で取り組んだ。 
 また、運営会議及び部科長会議において

本校全体の就職対策方針を明確化するとと

もに、教授会・学科会議等を通じて、全て

の教職員に就職対策方針の周知徹底を図っ

た。 
 
就職率（就職希望者のうち、就職内定を受

けた者）は、９５．５％となり、このうち

水産業及びその関連分野への就職割合（就

職内定者ベース）は、すべての学科におい

て目標値を超えて達成し、全体では８８．

２％となった。 
 また、水産分野への進学率は９２．２％

であった。 
 全卒業・修了者に占める、水産関連分野

への進学若しくは就職した者の割合は、８

５.２％であった。 
 
水産関連分野への就職促進、就職につなが

る活動への支援として以下の取組を実施し

た。 
 
①動機付けのための教育・指導による水産

に係る分野への就業・就労意識の向上。 
②学生への就職関連情報の効果的・効率的

な提供と就職担当教職員間での情報の共有

化。 
③就職担当者による水産関連企業等を訪問

による情報発信及びその結果の就職指導へ

の反映。 
④学生教育研究賠償保険への加入指導など

インターンシップへの支援。 
⑤合同企業説明会に参加した企業へのアン

ケート等実施及び結果の学生教育、就職支

援への活用。 
  

③就職対策の実施については、計画に対

して業務が順調に進捗していることから 
B 評価とした。 
 
＜外部委員の意見＞ 
・就職支援室と就職対策検討委員会によ

り、全校教職員をあげて企業訪問や就職

あっせんサポートを精力的に行ってきた

ことが大きく評価されるところである。 
・学生の将来への丁寧な対応は評価でき

る。 
・目標を上回る十二分な成果を上げてお

り、「Ａ」 評価で良いのではないか。 
・上記の取組みもあり就職率は９５．５％

と非常に高くと、とりわけ水産分野への

就職率が目標を大きく上回る８８．２％

の実績となり、本校の担う目的としての

水産業を担う人材の育成面で大きく貢献

していることを高く評価する。 
・「水産人」の育成には非常に重要な成果

である 
・就職率も高く、組織的な取り組みによ

る成果であり、「Ａ」評価に値する素晴ら

しい結果。 
・学生の将来への丁寧な対応は評価でき

る。 
  
 

・就職率（就職希望者の

うち、就職内定を受けた

者）は、95.5％となり、

このうち水産業及びそ

の関連分野への就職割

合（就職内定者ベース）

は、全体で 88.2％となっ

ており、計画を大きく上

回っている。 
 
・水産分野への進学率は

92.2％であった。 
 
等であり、全卒業・修了

者に占める水産関連分

野への就職等した者の

割合は 85.2％となって

いるなど、良好な業務実

績となっていることか

ら B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上

の課題及び改善方策＞ 
特になし 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 

 

・法人では水産分野への

就職率 75%以上を目標と

している。平成 26 年度

はこれを達成しており、

しかもその数値は過年

度よりも高い。主務大臣

による評価も就職率を

評価対象としており、大

臣評価は適切 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
１―４ 教育研究成果の利用の促進及び専門的知識の活用等 
業務に関連する政策・施

策 
水産物の安定供給と水産業の健全な発展 
漁業経営の安定 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人水産大学校法第 11 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  ２３年度 ２４年度 ２５年度 26 年度 ２７年度 

        予算額（千円）      

    
 

    決算額（千円）      

          経常費用（千円）      
        経常利益（千円）      
        行政サービス実

施コスト（千円） 
     

        従事人員数      
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評

価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （１）行政との連

携 
 
 大学校は、水産

業を担う人材の育

成を図るため、水

産に関する学理及

び技術の教授及び

研究を行うことか

ら、行政機関との

密接な連携を図

り、水産業・水産

政策の重要課題に

的確に対応する教

（１）行政との連携 

 

 行政機関との密接な連携を図

り、水産業・水産政策の重要課

題に的確に対応する教育研究

成果の活用等を通じて行政機

関が行う水産施策の立案及び

推進に協力する。 

（２）業務の成果の公表・普

及 
 
 大学校の研究や教育活動の

成果は、行政、試験研究、国

民一般等に活用されることが

  （１）行政との連携 

 

 行政機関との密接な連

携を図り、水産業・水産政

策の重要課題に的確に対

応する教育研究成果の活

用等を通じて行政機関が

行う水産施策の立案及び

推進に協力する。 

（２）業務の成果の公表・

普及 

        

 研究や教育活動の成果

 ＜主要な業務実績＞ 
行政機関との密接な連携を図り、水産施策の立案

及び推進への協力を行うため、以下の取組を実施

した。 

 

①東日本大震災の被災地域を新たな食料生産地

域として再生するための大規模実証研究の中核的

機関としての実施、大型クラゲ国際共同調査、国

際資源調査（天皇海山海底地形調査）、アカイカ

類資源の集団遺伝解析及び稚仔調査などを関係

機関と協力して取り組むとともに、ＳＥＡＦＤＥＣへの

技術協力、ＪＩＣＡから受託した外国人研修員に対

する研修の実施など、国際協力にも貢献した。 

 

＜評定と根拠＞ 
① 行政との連携 
 行政との連携を図り、

政策の立案・推進に積極

的に貢献したので B 評
価とした。 
②業務の成果の公表・普

及 

 業務が順調に進捗した

と認められることから B 

評価とした。 

 
③水産関係者や高校生

に対する研修の受入、講

評定     B 
＜評定に至った理由＞ 
本年における主な業務実績は、 
 
・漁業者や行政などからの要請に

積極的に応じ、教育研修などに教

育職員を講師として派遣している。 

 

・高校との連携として、高校からの

依頼により相手校もしくは当校にて

研修対応を行ったほか、本校の施

設見学を受け入れている。 

 

・ＪＩＣＡからの委託による外国人研
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育研究成果の活用

等を通じて、行政

機関が行う水産施

策の立案及び推進

に協力する。 
（２）業務の成果

の公表・普及 
 
 水産業界や行

政、試験研究、国

民一般等に活用さ

れるよう、教育研

究成果の情報発信

等の充実を図る。 
 
 また、研究成果

のうち特許等の知

的財産権となり得

るものについて

は、保有する目的

を明確にした上

で、当該目的を踏

まえつつ、登録・

保有コストの削減

及び特許収入の拡

大を図るととも

に、その利活用等

により成果の普及

を図る。（３）研修 
 
 我が国漁業者、

加工・流通業者、

水産関係に従事す

る公務員等の水産

関係者への教育研

修を行うととも

に、水産先進国と

して、諸外国の水

産関係者への研修

等を実施する。 
 

重要であり、以下の情報発信

等の取組を積極的に推進す

る。 
ア 研究業績の公表 

 

 研究業績は、水産大学校研

究報告、国内外の学会等で論

文等として毎年度積極的に公

表する。 

 

 さらに、専門書、啓発書、専門

誌等への寄稿、講演会及びセミ

ナーの講師派遣等を積極的に

行い、成果の普及に努める。 

イ 研究成果情報等の広報 

 

 水産大学校研究報告により、

定期的に大学校の研究業績を

公表する。また、学会等への一

層の貢献と大学校研究活動の

積極的ＰＲのため、本研究報告

を含めた研究成果情報、大学

校教育職員の研究活動の状況

に関する情報を大学校ホーム

ページなどで積極的に公開す

るほか、印刷物、プレス発表等

による広報活動を積極的に実

施する。 

ウ 研究成果の利活用 

 

 研究成果のうち特許等の知的

財産権となりうるものについて

は、保有する目的を明確にした

上で、当該目的を踏まえつつ、

登録・保有コストの削減及び特

許収入の拡大を図ることに留意

しつつ、積極的に出願し、取得

に努めるとともに、その利活用

等により成果の普及を図る。 

（３）研修 水産に関する人材の

育成と技術向上のため、漁業

が広く活用されるよう、以

下の情報発信等の取組を

実施する。 

  
ア 研究業績の公表 

          

 研究業績は、水産大学

校研究報告、国内外の学

会等で論文等として毎年

度積極的に公表する。 

          

 また、専門書、啓発書、

専門誌等への寄稿、講演

会及びセミナーの講師派

遣等を積極的に行い、成

果の普及に努める 

イ 研究成果情報等の広

報 

          

 水産大学校研究報告に

より、定期的に大学校の

研究業績を公表する。ま

た、本研究報告を含めた

研究成果情報、大学校教

育職員の研究活動の状況

に関する情報を大学校ホ

ームページなどで積極的

に公開するほか、印刷

物、プレス発表等による広

報活動を積極的に実施す

る。 

ウ 研究成果の利活用 

          

 研究成果のうち特許等

の知的財産権となりうるも

のについては、保有する

目的を明確にした上で、

登録・保有コストの削減等

を図ることに留意しつつ、

積極的に出願し取得に努

めるとともに、その利活用

②林農林水産大臣の本校視察時に、人材育成現

場を担う本校の実情を伝え、行政施策の立案及び

推進への協力を行った。 

 

③国・地方公共団体等の委員会・審議会等に委員

として４５団体に延べ１０５名の役職員を派遣すると

ともに、技術相談等に対しても適切な対応を行っ

た。 

 

業務の成果の公表・普及について、以下のとおり

積極的に行った。 

 

①研究業績の公表として、学会誌、水産大学校研

究報告、学術論文集、国際シンポジウムの講演論

文、専門雑誌への掲載及び著書として、積極的に

公表した他、各種機関からの要請に対応して講演

会・セミナー等に教育職員を講師として積極的に

派遣した。 

 

②研究成果情報等の広報について、「水産大学校

研究報告第６３巻第１～４号」の発行、「下関フード

テクノフェスタ」、「大学は美味しいフェア」、「アグリ

ビジネス創出フェア」、ジャパン・インターナショナ

ル・シーフードショー」等への積極的な出展と教員

による講演、プレスリリースの促進努めた。 

 

⑦研究成果の利活用として、新たな特許出願や出

願中及び審査請求中の特許の扱いについて委員

会にて適切な判断を実施。 

 

水産に関する人材の育成と技術向上の研修活動

等について、漁業者や行政などからのからの要請

に積極的に応じ、教育研修などに教育職員を講師

として派遣した他、高校との連携として、高校から

の依頼により相手校もしくは当校にて研修対応を

行った他、本校の施設見学依頼への対応を行っ

た。また、ＪＩＣＡからの委託による外国人研修員の

受入、ＳＥＡＦＤＥＣ事務局からの依頼による教育

職員３名の派遣等を行った。 

 

広く国民一般を対象とした公開講座等を以下のよ

師派遣を積極的に行い、

水産業の人材育成に貢

献したこと、また、外国

人研修生の受入や海外

への技術協力により国

際的な貢献活動にも積

極的に取り組んだこと

から B 評価とした。 
④上海大学から講演者を

招き、最近の中国の水産

情勢について貴重な知見

を提供する場を設けること

ができたことに加え、５大

学連携講座においては一

般市民に船内見学の機会

を提供するなど、趣向を

凝らした企画により成果を

上げることができた。また、

オープンラボについては、

各教員協力の下、通年開

催でき、学生・生徒・児童

を対象にした出前講義は

昨年度から件数が大幅に

増えたことから B 評価と

した。 

⑤その他活動の推進 

 国内外の大学・試験研

究機関等との連携・協力、

交流、学会活動への協

力、専門的な知識、最新

の設備や施設を有効に活

用した社会的貢献活動等

に取り組んだことから、B

評価とした。 

 

＜外部委員の意見＞ 
・行政の諮問への参加の

強化は評価できる。今後

は、諮問内容への対応の

モニタリングも必要と

考えられる。 

修員の受入、ＳＥＡＦＤＥＣ事務局

からの依頼による教育職員３名の

派遣等を行っている。 

 

・国・地方公共団体等の委員会・審

議会等に委員として 45 団体に延

べ 105 名の役職員を派遣してい

る。 

 

等であり、専門知識の活用し行

政・業界等に貢献しており、計

画に沿った業務運営を行ってい

ることから B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 
特になし 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 
 
・法人の年度計画は「行政との

連携」「成果の公表・普及」「研

修」「公開講座等の実施」である。

主務大臣評価もこれらに視点を

当てており、大臣評価は適切 
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 また、水産高校

を始めとする各種

高校の生徒の研修

なども積極的に受

け入れることとす

る。 
（４）公開講座等

の実施 
 
 大学校の教育研

究成果の普及を通

じ、水産に対する

理解の促進を図る

ため、広く国民一

般を対象とした公

開講座等を開催す

る。 
（５）その他活動

の推進 
 
 国内外の大学・

試験研究機関等と

連携・協力を行い、

大学校が実施する

教育研究の深化と

レベルアップに努

める。 また、行

政機関への助言、

学会活動への協力

等の社会的貢献活

動を行う。 

者、加工・流通業者、水産関係

に従事する公務員等水産関係

者への教育研修活動の充実に

努めるとともに、外国人研修など

水産先進国としての技術協力

等に係る国際的な貢献活動を

実施する。 また、水産高校を

始めとする各種高校の生徒の

研修なども積極的に受け入れる

こととする。 

（４）公開講座等の実施 

 

 大学校の学術的、教育的な知

識及び技術の蓄積を活かし、水

産施策に関する啓発とともに水

産や海についての理解の促進

を図るため、広く国民一般を対

象とした公開講座等を開催す

る。 

（５）その他活動の推進 

 

 国内外の大学・試験研究機関

等との連携・協力、交流や、学

会活動への協力等により、教育

研究の深化を図るとともに、大

学校が持てる専門的な知識、最

新の設備や施設を有効に活用

し、社会的貢献活動を引き続き

推進していく。 

 

により成果の普及を図る。 

（３）研修        漁業

者、加工・流通業者、水産

関係に従事する公務員等

水産関係者や水産高校を

始めとする各種高校の生

徒に対する研修、外国人

研修など技術協力等に係

る国際的な貢献活動に取

り組む。 

（４）公開講座等の実施 

        

 広く国民一般を対象とし

た公開講座等を開催する

ほか、要望に応じ地方自

治体、高等学校等への出

張講座を実施する。 

  （５）その他活動の推進 

        

 国内外の大学・試験研

究機関等との連携・協力、

交流、学会活動への協

力、専門的な知識、最新

の設備や施設を有効に活

用した社会的貢献活動等

に取り組む。 

 

うに実施した。 

 

・「第１９回水産大学校公開講座 中国と日本の水

産 -水産大学校・上海海洋大学学術交流会-」を

本校で開催し、①「日本の水産業をめぐる動き」、

②「中国揚子江河口域及び周辺海域での早期漁

業資源の保護について」、③「中国水産物加工の

現状と傾向について」の３題の講演を行い。県内

外から約１４０名の参加者が参加した。 

 

・毎年開催の下関市内の５大学による「『赤間関』

公開講座「関門海峡」-ふね、ひと、れきし-」につ

いて、講座担当として開催し、市内を中心に３７名

の受講者が参加した。 

 

・市立しものせき水族館「海響館」において、２２の

テーマを設定して「水産大学校公開講座―オープ

ンラボ」を周年に渡って開催し、約８千人の参加が

あったほか、一般市民や小学生を対象とした出前

講義等を行った。 

 

 国内外の大学等との連携・社会貢献活動等につ

いては、国際的な学術交流として釜慶大学校との

学術交流を実施した他、地域大学間連携として市

内５大学で連携し、「赤間関」公開講座を本校が講

座担当として開催。また、学会活動への協力として

教育職員が学会、協会、研究団体等の理事や評

議員として職務に携わった。 

 その他、全国の企業、漁業団体、試験研究機

関、行政機関等からの技術相談や調査等の依頼

を受け、助言・指導等を行った。 

 

 

   

 
・外部評価が始まってか

ら、進展が見られ、公

表・普及が定着しつつあ

ると評価できる。 
 
・海外からの研修対応は

重要である。また、水産

高校の生徒の育成は最

重要である。 
 
・オープンラボの実施や

各種イベントへの参画

等、行政ニーズへの対応

を積極的に行われてい

ることは評価できます。  
 
・下関や西日本以外での

さらなる開催が期待さ

れる。 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
１―５ 学生生活支援等 
業務に関連する政策・施

策 
水産物の安定供給と水産業の健全な発展 
漁業経営の安定 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人水産大学校法第 11 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

        予算額（千円）      

    
 

    決算額（千円）      

          経常費用（千円）      
        経常利益（千円）      
        行政サービス実

施コスト（千円） 
     

        従事人員数      
 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 成績優秀者等への

学校表彰、学生生

活に関する指導等

の学生 
支援を進める。 
 また、教育研究、

就職対策等の実施

に当たり、企業、

地方公共団体等と

の連携を図る。 
 
  
 

(１）学生のインセンティブの

向上 

 成績優秀者及び課外活動

等で大学校の名声を高めた

と認められる者を表彰する。 

 また、経済的理由により授

業料の納付が困難であり、か

つ学業優秀と認められる者及

び成績優秀者として推薦され

た者に対して授業料免除制

度を適用し、支援する。 

 

(２）学生生活支援 

（１）学生のインセン

ティブの向上 

        

 成績優秀者及び

課外活動等で大学

校の名声を高めたと

認められる者を表彰

する。 

 また、経済的理由

により授業料の納付

が困難であり、かつ

 ＜主要な業務実績＞ 
学生のインセンティブ向上の取組につい

て、以下のとおり、実施した。 

 

①表彰制度による学業成績優秀者の表

彰、大会等で好成績を修め本校の PR に貢

献した部活の表彰。 

 

② 経済状況及び学業成績を勘案し、公

平・妥当性のある審査の上、授業料免除制

度を適用した他、学生の勉学意欲を高める

ため専攻科及び水産学研究科へ入学する

者を対象とした成績優秀者授業料免除規

＜評定と根拠＞ 
①学生のインセンティ

ブ向上 
 中期計画における所

期の目標を達成したこ

とから B 評価とした。 
②学生生活支援 
 中期計画における所

期の目標を達成したこ

とから B 評価とした 
 
＜外部委員の意見＞ 
 

評定       B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・経済状況及び学業成績を勘案し、授業料免

除制度を適用したほか、学生の勉学意欲を高

めるため専攻科及び水産学研究科へ入学す

る者を対象とした成績優秀者授業料免除規程

による前期または後期の授業料半額免除の

実施を行っている。 

 

・「課外活動における事故防止ガイドライ

ン」の作成、ケガ等の事故発生時の連絡方
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ア 学生生活のサポート 

 クラス担当教員等や看護

師、校医による相談体制の下

で、学生の生活改善、健康

増進、メンタルヘルスケアに

努めるなどにより、健全な学

生生活を送るための支援を

行う。 

イ 課外活動支援 

 体育施設の整備・維持管理

の充実、適切なクラブ指導の

実施、大学校の特徴が出せ

るクラブの育成等により、課

外活動支援を充実し、社会

人基礎力の涵養を図る。 

 

  

学業優秀と認められ

る者及び成績優秀

者として推薦された

者に対して授業料

免除制度を適用し、

支援する。 

（２）学生生活支援 

 ア 学生生活のサ

ポート   健全な学

生生活を送るための

支援として、クラス担

当 教 員 等 や 看 護

師、校医及び臨床

心理士による相談体

制の下で、学生の生

活改善、健康増進、

メンタルヘルスケア

に努める。 

イ 課外活動支援 

 体育施設の整備・

維持管理の充実、

適切なクラブ指導の

実施、大学校の特

徴が出せるクラブの

育成等の課外活動

支援を行う。 

程による前期または後期の授業料半額免

除の実施。 

 

③その他の経済的支援として、奨学金制度

を利用した。 

 

学生生活のサポートとして、各学科クラス担

当教育相談体制を確保し、年間５００件を

超える相談を受けた他、障害者対策に備え

た支援体制の充実、臨床心理士によるカウ

ンセリングの紹介、臨床心理士によるメンタ

ルヘルス相談、メンタルヘルス対策体制相

談についての学生へのパンフレットの配付

など相談体制の周知徹底を図りつつ、悩み

を抱えた学生に対する早期対応に努めた。 

 

 また、課外活動支援として、体育施設、合

宿棟、各部室の維持管理に関する指導、

施設・器具類の破損部分の修繕による事故

防止、クラブ幹部役員学生を対象として学

生リーダーズ研修を実施、「課外活動にお

ける事故防止ガイドライン」の作成、ケガ等

の事故発生時の連絡方法や健全なクラブ

の運営等について指導を強化した。 

 「水の生きもの研究会」は下関市主催の

「水辺の教室」における環境リーダーとして

活動した功績等が評価され、８年連続で下

関市から表彰された。 

  
 

・学生と直接接する職

員までふくめたきめ細

かいプログラミングと

なっている。 
 
 
 

法や健全なクラブの運営等について指導を

強化している。 
 
・臨床心理士によるメンタルヘルス相談、

メンタルヘルス対策体制相談についての学

生へのパンフレットの配付など相談体制の

周知徹底を図っている 
 
等を行い適切な学生生活の支援を実施して

おり、計画に沿った業務運営を行っている

ことから B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
特になし 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評定「Ｂ」は妥当 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
２―１ 運営の効率化 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
指標は設定して

いない 
        

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価

指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 トップマネージメ

ントによる運営体

制の下、業務の更

なる効率化に向

け、中期計画の進

行状況等を定期的

に点検し、所要の

改善を図る。 
 
 独立行政法人評

価委員会（以下「評

価委員会」とい

う。）の評価に先立

ち、自らの業務の

運営状況及び成果

について、外部の

者を加えた評価を

厳密に実施し、そ

の結果を公表す

る。 
 
 評価結果は、評

価委員会の評価と

 トップマネー

ジメントによる

大学校の運営体

制の下、業務全

般の更なる効率

化に向け、業務

の質に留意しつ

つ、定期的に、

中期計画の進行

状況、業務の実

施 方 法 を 点 検

し、所要の改善

を図る。 
 
 独立行政法人

評価委員会（以

下「評価委員会」

という。）の評価

に先立ち、自ら

の業務の運営状

況及び成果につ

いて、外部の者

を加えた評価を

トップマネージメ

ントの下で、業務を

適切かつ迅速に執

行する体制を確保

するため、役員を含

め各部署の業務の

状況について定期

的に情報を共有す

るほか、組織内の業

務改善に向けた全

職員による点検を

行い、適宜改善を図

る。 
 
 また、事務事業の

評価に当たっては、

独立行政法人評価

委員会の評価に先

立ち、外部の者を加

えた評価を実施し、

評価結果について

公表するとともに、

業務運営及び中期

 ＜主要な業務実績＞ 
運営の効率化を適切に行うために、次のことを実施した。 
 
①運営会議において、各部科長からの議案提出及び報告に対し

て、理事長が大局的、中長期的視点から改善すべき事項及び優

先順位等について適宜指示を行うなど、トップマネージメント

の下で業務を適切かつ迅速な執行及び定期的な情報共有。 
 
②無駄削減プロジェクトチームによる業務の再点検による事務

処理の合理化・簡素化、内部監査による資産の管理状況、公的

研究費の不正防止に係る取組等の適正かつ効率的な執行の促

進、改正通則法に基づいた業務方法書及び関連規程の改正によ

る内部統制の充実及び監事機能の強化などの内部統制強化の準

備。 
 
③農林水産省独立行政法人評価委員会による評価に先立つ外部

評価委員会による自己評価の再評価及び当該意見・指摘の農林

水産省独立行政法人評価委員会（水産分科会）への提出。また、

評価結果他等の本校 HP での公表。 
 
④農林水産省独立行政法人評価委員会の指摘への対応として、

以下について評価結果を業務改善に反映した。 
・入試倍率が３倍を切り改善の取組を求められた水産流通経営

＜評定と根拠＞ 
〇運営会議において、各

部科長の対応すべき課

題等の報告に対して、理

事長が適宜指示を行う

など、トップマネージメ

ントによる執行体制の

下で、業務を適切かつ迅

速に執行したほか、外部

評価委員会の実施、自己

評価結果の公表、独立行

政法人評価委員会の指

摘事項の業務への反映

等により、運営の効率化

に努めたことから、B 評
価とした。 
 
＜課題と対応＞ 
 
＜外部委員の意見＞ 
・水産大学校の運営は中

期計画に基づく年度計

画に沿い PDCA サイク

評定     Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・運営会議において、各部科長か

らの議案提出及び報告に対して、

理事長が大局的、中長期的視点か

ら改善すべき事項及び優先順位

等について適宜指示を行うなど、

トップマネージメントの下で業

務を適切に行っている。 
 
・農林水産省独立行政法人評価委

員会の指摘への対応として、入試

倍率 3倍を下回った学科の要因分

析を行い所要の改善を行うなど

評価結果を業務改善に反映して

いる。 
 
等、運営の効率化に努めており、

農林水産省独立行政法人評価委

員会の評価結果を業務改善に適

切に反映していることから B と
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併せて業務運営に

適切に反映させ

る。また、評価シ

ステムについて

は、必要に応じ、

所要の改善を行

う。 

厳密に実施し、

その結果を公表

するとともに、

評価委員会の評

価と併せて業務

運営及び中期計

画の進行管理に

適切に反映させ

る。さらに、評

価システムにつ

いては、必要に

応じ、その改善

を行う。 

計画の進行管理に

適切に反映させる。 
 
 さらに、必要な場

合には、評価システ

ムの改善につき検

討する。 

学科のＨＰの学科概要の内容を大幅に見直し、入試倍率が全学

科平均で前年度よりマイナスとなる中、前年同率に留めた。 
・引き続き獲得に努めるよう指摘された外部資金について、継

続的な学内説明会・外部講師によるセミナーの開催による、科

研費の採択率の向上（１３％となり前年より４ポイント向上）。 
 
⑤通則法の改正及び新たな評価指針等に基づいた評価体制の整

備など所要の評価システムの改善。 
 
 
  

ル具体化の為の組織化

がなされている。全体的

にうまく機能している

と判断され、大いに評価

したい。 
 
・業務運営の効率化につ

いては、組織を挙げての

積極的な取り組みがな

されている。 

したもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞ 
特になし 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評定「Ｂ」は妥当 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
２―２ 業務の効率化・透明化 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価

指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  業務の高度化及

び効率化を図るた

め、職員を研修等

に参加させるとと

もに、人事交流を

行うなど、組織と

して積極的に取り

くむ。 
 
 組織の活性化及

び実績の向上を図

る観点から、職員

区分の違いを踏ま

えつつ、評価を実

施し、評価結果を

踏まえた大学校の

管理運営、資金の

配分、処 遇等に

適切に反映する。 
 
 また、業務の質

に留意しつつ、可

能なものについて

は、コスト比較等

（１）職員の資質向

上と組織の活性化 
 
ア 業務遂行能力

の向上のための取

組 
 
 必要な知識や技

術の習得による業

務遂行能力の向上

による業務の高度

化及び効率化を図

るため、研修等に職

員を派遣するなど

組織的な取組を推

進する。 
 
 教育職員にあっ

ては、学生による授

業評価を含む自己

点検・評価や教育職

員が授業内容・方法

を改善するための

組織的な取組（ファ

（１）職員の資

質向上と組織の

活性化 
       
ア 業務遂行能

力の向上のため

の取組 
 
 職員の業務遂

行能力の向上の

ため、各部署に

おいて備えるべ

き技術と知識の

一層の習得に取

り組み、学生の

個人情報や外部

資金の扱いなど

に関する研修・

説 明 会 へ の 参

加、教育職員の

資質向上と教育

研究の活性化を

図 る た め の 留

学、人事交流を

＜その他

の指標＞ 
 
①職員の

資質向上

と組織の

活性化は

適切に行

われてい

るか 
②業務の

効率化・

高度化、

地球温暖

化の防止

及び契約

の透明性

確保に向

けた組織

的対応は

適切に行

われてい

るか 
③施設、

＜主要な業務実績＞ 
（１）職員の資質向上と組織の活性化のため、以下を実施した。 
 
①業務遂行能力の向上のための取組 
 
・教育職員については、各専門分野での研究課題等について最

新の情報を得るなど、教育職員としての資質の向上を図り、教

育の充実及び研究の活性化を推進するため、国内外の学会・研

究会等へ派遣等を実施。 
 
・事務職員については、業務の高度化及び効率化のための人事

院等が主催する各種研修への参加、学内においてハラスメント

事案が発生したことを踏まえ、定例の対策に加え全役職員を対

象にハラスメント防止対策研修会の実施、長期休暇者の復帰支

援の一環として受け入れ側職員の研修の実施、新規採用者等を

対象とした本校業務に関する研修などを実施。 
 
・練習船の運航に関わる教職員については、 「船舶保安管理者

（ＳＳＯ ）講習」や「床上操作式クレーン運転技能講習」等へ

派遣。 
 
・国外留学研修による教育職員（１名）の教育研究能力の向上、

水産庁及び独立行政法人水産総合研究センターとの人事交流に

よる海事教育職員９名の採用による水産行政、漁業調査におけ

＜評定と根拠＞ 
（１）職員の資質向上と

組織の活性化 
 
 教職員の業務遂行能

力向上のための学会等

への派遣や研修等の受

講、教育職員の教育研究

能力向上のために国外

の大学での留学研修を

実施及び水産庁や(独)水
産総合研究センターと

の人事交流が適切に行

われたこと、また、FD
についても適切におこ

なわれたこと。 
 教育職員及び教育研

究支援を行う職員につ

いて、評価制度に基づい

て評価を適正に実施し

たこと、また、評価結果

を処遇へ適切に反映さ

せたことから  B と評

価。 

評定     Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・各専門分野での研究課題等につ

いて最新の情報を得るなど、教育

職員としての資質の向上を図り、

教育の充実及び研究の活性化を

推進するため、国内外の学会・研

究会等へ派遣等を実施している。 
 
・学内においてハラスメント事案

が発生したことを踏まえ、定例の

対策に加え全役職員を対象にハ

ラスメント防止対策研修会を実

施している。 
 
・無駄削減プロジェクトチームに

よる検討を行い、省エネルギーの

取組として、特に夏期（７～９月）

の電力使用量を平成 22 年度比

８％減とする目標で削減に取り

組んだ結果、16.3％の削減を実現

している。 
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を勘案し、アウト

ソーシングの活用

及び官民競争入札

等の導入により効

率化を図る。 
 
 さらに、「独立行

政法人の契約状況

の点検・見直しに

ついて」（平成２１

年１１月１７日閣

議決定）に基づく

取組を着実に実施

することにより、

契約の適正化を推

進し、業務運営の

効率化を図り、契

約業務における透

明性を確保する。

また、密接な関係

にあると考えられ

る法人と契約する

際には、一層の透

明性の確保を追求

し、情報提供の在

り方を検討する。 
 
 実学重視による

水産業の担い手育

成教育の効果を高

めるために、実習

教育センターによ

り実習の一元管

理、統一的な実習

マニュアルの整

備、練習船の効率

的運用などを行う

ことにより、効率

的、効果的な実習

教育を推進する。

なお、実学重視に

カルティ・ディベロ

ップメント）を実施

し、教育方法の改善

に努める。なお、教

育職員の資質向上

と教育研究の活性

化を図るため、若手

職員に積極的に研

修、国内外留学等を

させるとともに、人

事交流を行う。 
 
 また、教育研究支

援を行う職員にあ

っては、本校の業務

遂行を支える重要

な役割を担ってい

ることを認識しつ

つ、学生の個人情報

や、調査研究に係る

外部資金を多く扱

うなどの高等教育

機関としての事務

業務の特性に鑑み、

それらを扱いつつ

業務を適正、円滑に

実施するための能

力の向上等の組織

的な取組（スタッ

フ・ディベロップメ

ント ）を実施す

る。 
（２）業務の効率

化・高度化、地球温

暖化の防止及び契

約の透明性確保に

向けた組織的対応 
 
 施設管理など可

能なものについて

は、業務の質に留意

積極的に推進す

る。 
 
 また、 学生に

よる授業評価を

含む自己点検・

評価や教育職員

が授業内容・方

法を改善するた

めの組織的な取

組（ファカルテ

ィ・ディベロッ

プメント）を実

施する。 
（２）業務の効

率化・高度化、

地球温暖化の防

止及び契約の透

明性確保に向け

た組織的対応 
        
 施設管理など

可能なものにつ

いては、アウト

ソーシングの活

用等により、支

出 の 削 減 を 図

る。 
        
 また、職員の

意識改革ととも

に、省エネルギ

ーを促進するた

め、エネルギー

使用量の把握及

び職員への周知

とともに、無駄

の削減のための

点検を行うなど

組織的な取組を

実施する。 

船舶、設

備等の管

理と効率

的利用は

適切に行

われてい

るか 
 
 

る経験と知識を学生教育への活用。 
 
・ＦＤ対応検討委員会における議論を通じ教育方法の効率化を

図り、学生による授業評価アンケートでは平均評点が４．２４

（前回：４．１８）となるなど授業に対する学生の満足度が向

上。 
②職員の評価 
 
・「教育職員教育研究業績評価」については、教育職員自ら設定

した活動計画と自己評価に基づく学科長等による評価の実施。 
 
・一般職員については、評価期間中の職務行動や業務の達成状

況を「職務遂行能力評価」と「業績評価」により適正に評価。 
 
・関係評価規程類に基づき実施した評価結果については、評価

の高い教育職員及び一般職員に対する定期昇給時の処遇への反

映。 
 
（２）業務の効率化・高度化、地球温暖化の防止等に関して、

以下の取組を実施した。 
 
①本校職員が自ら実施する場合とのコスト比較等により、経費

の節約が可能なものとして保守点検・維持管理に係る１２件の

業務について外部委託を実施し、８，４８６千円のコストダウ

ンを実現。 
 
②無駄削減プロジェクトチームによる検討を行い、省エネルギ

ーの取組として、特に夏期（７～９月）の電力使用量を平成２

２年度比８％減とする目標で削減に取り組んだ結果、１６．３％

の削減を実現。 
 
③契約監視委員会において、平成２７年１月以降の契約予定に

ついて点検・検討を実施するとともに一者応札となった案件に

ついて事後点検の後にＨＰで公表。なお、密接な関係にあると

考えられる法人との契約状況については該当がなかった。 
 
④「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１

２月２４日閣議決定）に基づく平成２８年４月の水産総合研究

センターとの統合へ向けて、人材育成と研究開発という異なる

ガバナンスを併存させた上での効率的な組織体制の在り方等に

ついて具体的な検討を推し進めた。また、天鷹丸の代船建造費

 
（２）業務の効率化・高

度化、地球温暖化の防止

及び契約の透明性確保

に向けた組織的対応 
 
 保守点検・維持管理業

務を外部委託によるコ

ストの削減、省エネによ

る夏期の消費電力の削

減を図ったことや契約

の点検・見直しが適切に

行われ、透明性が確保さ

れたこと。また、閣議決

定を踏まえた新法人設

立に向けた検討につい

て両法人間で効率化に

向けた検討を行うとと

もに、裨益する業界等を

含めた自己収入の拡大

に向けた具体的な検討

を推進したことから B 
評価とした。 
 
（３）施設、船舶、設備

等の管理と効率的利用 
 
 練習船の一元管理に

よる練習船の効率的運

用、船体補修による安全

性の向上、実習マニュア

ルの改善がなされた。ま

た、田名実習場で行われ

ていた実習を小野湖臨

湖実験実習場にて予定

通り行われ、施設等の整

備改修、状況保有資産の

点検等により施設、船

舶、設備等の管理と効率

的利用が図られた。さら

に、水研センター等との

 
・田名臨海実験実習場の土地・建

物及び構築物については減損の

兆候が認められ、国庫納付に必要

な措置を開始している。 
 
等、教育方法の効率化を図ってい

ることに加え、学生による授業評

価アンケートでは平均評点が

4.24（前回：4.18）となるなど授

業に対する学生の満足度が向上

するなど、計画に沿った業務運営

を行っていることから B とした

もの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及

び改善方策＞ 
練習船「天鷹丸」は、平成 28 年

４月に統合予定の水産総合研究

センターの調査と共用するもの

であることから、両機能が十分に

発揮できるよう両法人での検討

が必要。 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 

 

・法人の無駄削減の効果、学生の

満足度向上を評価する 
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よる教育効果の向

上、水産施策の推

進の観点から、大

学校の施設等の機

能を活用しつつ、

独立行政法人水産

総合研究センター

及び水産庁等関係

機関との連携を図

る。 
 
 このほか、施設、

船舶、設備等の整

備改修等を計画的

に行うとともに、

その適切な管理及

び効率的利用に努

め、教育研究の高

度化・効率化に対

応する。 
 
 また、資産の利

用度のほか、経済

的合理性といった

観点に沿って、田

名臨海実験実習場

を廃止し国庫納付

することなどを検

討し、事業規模を

縮減する。その他

の保有資産につい

ても、資産の利用

度のほか、本来業

務に支障のない範

囲内での有効利用

可能性の多寡、効

果的な処分、経済

合理性といった観

点に沿って、その

保有の必要性につ

いて不断に見直し

しつつ、コスト比較

等を勘案し、アウト

ソーシングの活用

及び官民競争入札

等の導入により支

出の削減に向け、よ

り効率化を図る。 
 
 また、地球温暖化

の防止、エネルギー

資源の有効活用に

向けて、職員の意識

改革とともに、省エ

ネルギーを促進す

るための組織的な

取組を実施する。 
 
 さらに、「独立行

政法人の契約状況

の点検・見直しにつ

いて」（平成２１年

１１月１７日閣議

決定）に基づく取組

を着実に実施する

ことにより、契約の

適正化を推進し、業

務運営の効率化を

図り、契約業務にお

ける透明性を確保

する。また、密接な

関係にあると考え

られる法人との契

約に当たっては、一

層の透明性の確保

を追求し、情報提供

の在り方を検討す

る。 

        
 さらに、契約

の適正化を推進

し、業務運営の

効率化を図るた

め、契約監視委

員会における指

摘事項等を公開

するなど透明性

を確保しつつ、

点検及び見直し

の 作 業 を 進 め

る。 
        
 なお、密接な

関係にあると考

えられる法人と

契約する場合に

は、情報公開等

により透明性を

確保する。 
        
 また、平成２

５年１２月２４

日に閣議決定さ

れた「独立行政

法人改革等に関

する基本的な方

針」を踏まえ、

水産総合研究セ

ンターとの統合

に向けた検討を

行うとともに、

人材育成型業務

については、裨

益する業界等も

含めた取組によ

り、自己収入の

拡大や教育内容

の高度化に向け

た適切な措置等

について平成２７年度から２９年度までの３ヶ年の予算確保に

努めるとともに、本校の人材育成と水研センターの調査を行う

兼用船としての仕様の詳細の確定へ向けた検討を行った。 
 裨益する業界等からの負担を求める取組として裨益する業界

等との協議会を設置し、水産関連業界が本校に求める人材に関

するアンケート調査を実施するなど、自己収入の拡大や教育内

容の高度化に向けた具体的な検討を推し進めた。 
 
（３）施設、船舶、設備等の管理と効率的利用に関して以下の

取組を実施した。 
 
①実習教育センターにおける練習船及び実験実習場の諸手続等

の一元化による効率的な運用の他、練習船の運航について燃油

価格の高騰の中低燃費運転（電気推進の積極的利用）に努めつ

つ、２隻の練習船の効率的な運用による海技士免許取得のため

の乗船履歴を確保。また、練習船の余席（外部乗船可能人数）

のＨＰでの公表等による外部研究機関からの乗船の受け入れ、

学生の実習における安全と教育効果を高めるための関係マニュ

アル及びシラバスの更新等を行った。 
 
②水産庁、独立行政法人水産総合研究センター等と連携し、各

種調査を学生の乗船実習と併せて実施した他、本校の実験施設

等を活用し、東日本大震災の被災地における省エネ・省コスト・

高付加価値型の水産業・水産加工業の実用化・実証研究、豊後

水道域における漁業・養殖業に係る気候変動の影響評価等を行

った。また、天鷹丸の代船建造に向け、水産総合研究センター

との兼用船の具体的な仕様について意見交換を行った。更に、

練習船運航計画開示のほか、外部機関の調査員の乗船受入れに

よる外部機関との連携強化に努めた。 
 
③機械棟空調設備改修工事を行うことにより、確実な機器装置

の稼働確保と学内環境の改善を図ったとともに、高額な教育研

究機器の購入については、機器選定委員会において必要性の検

討を行った上で整備した。また、練習船の中間検査及び一般修

繕工事を行い船舶の安全運航に努めた。なお、天鷹丸船底外板

板厚測定等のための予算を獲得し、ドック予算に上乗せするこ

とで、船体外板衰耗状態解消への対応を完了させた。 
 
④平成 26 年度末に廃止することとなった田名臨海実験実習場

で行ってきた２つの学生実習のうち、１年次開講の増養殖基礎

実習を小野臨湖実験実習場を拠点に実施した。さらに、移転後

連携により、大型クラゲ

国際共同調査、アカイカ

類資源の集団遺伝解析

及び稚仔調査、天皇海山

での海底地形調査等を

行うことにより、船舶等

の効率的利用を行った

ことから、 B 評価とし

た。 
 
＜課題と対応＞ 
特になし 
 
＜外部委員の意見＞ 
・各職員においても 組

織目標に基づく個別目

標立案と実行自己評価

に対する組織責任者に

よる評価が処遇に反映

される体制がとられて

おり、職務に対する意識

の強化につながってい

る。 
 
・トップマネージメント

により、改善が加速して

いるおり、個々人の努力

だけでなく、組織として

の機運づくりが進んで

いる。 
 
・努力と成果を認めま

す。 
 
・裨益する業界等からの

負担を求める取り組み

として、水産関連業界に

対して大学校が求める

人材に対するアンケー

ト調査を実施するなど

の今後の検討を実施し
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を行う。 の 検 討 等 を 行

う。 
２つの実習を滞りなく実施するため、物品類に不備が生じない

よう、移転すべき物品類の整理や仕分けを実施した。 
 
⑤ 田名臨海実験実習場の土地・建物及び構築物については減

損の兆候が認められ、国庫納付に必要な措置を開始した。それ

以外の資産については、平成 27 年１月 31 日現在において「独

立行政法人水産大学校固定資産減損会計取扱要領」に基づき、

固定資産の減損に係る兆候の調査を実施した結果、減損の兆候

は認められなかった。なお、電話加入権において構内電話設備

のダイヤルイン化に伴い、一部回線の不使用に伴う減少分の回

線の減損を認識した。 
 
 
 

たことに対しては全漁

連としても協力を行っ

たところであり、アンケ

ート結果についても有

効に活用していただく

ことを期待したい。 
 
・学生にとっても、研究

機関が近くにあれば経

験になり、研究機関とし

ても学生のパワーが使

えるのは有用だと思う。

上手く相乗効果が出せ

るような計画を立てて

もらいたい。 
 
・田名の実験所の廃止

は、苦渋の決断であった

と思われる。いままで、

地元等とも培われてき

た人間関係を維持、発展

させることを期待した

い。 
 
 
 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
３－１ 予算、資金計画及び収支計画 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
一般管理費 対前年度比３％

削減 
       

業務経費 対前年度比１％

削減 
       

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評

価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １ 収支の均衡 

 

 適切な業務運営

を行うことにより、収

支の均衡を図る。 

２  業務内容の効

率化を反映した予

算計画の策定と遵

守 

 

 「第２  業務運営

の効率化に関する

事項」及び上記１に

定める事項を踏ま

えた中期計画の予

算を作成し、当該

予算による運営を

行う。 

 

３ 授業料収入等

の安定確保 

１ 予算 
（１）予算  
 平成２３年度～平成２７年度予算 
 （表略） 
 
（２）運営費交付金の算定ルール 

［運営費交付金の算定ルール］ 

１ 平成２３年度（中期目標期間初年度）運営費交付金は次の

算定ルールを用いる。 

運営費交付金＝（（前年度一般管理費相当額－Ａ）×α×γ） 

＋（（前年度業務経費相当額－Ｂ－Ｃ）×β×γ＋Ｃ）＋人件

費－諸収入±δ 

α：効率化係数（９７％） 

β：効率化係数（９９％） 

γ：消費者物価指数（９８．３％） 

δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 

人件費＝（平成１７年度給与額×９４％）＋非常勤職員手当＋

社会保険料等＋退職手当 

人件費、非常勤職員手当は人事院勧告影響額を含む。 

Ａ・Ｂ：勧告の方向性等を踏まえて効率化する額 

Ｃ：平成２１年度船舶運航経費実績額 

１ 平成２５年度予算

実施計画 

 

（表略） 

２ 平成２５年度収支

計画 

 

（表略） 

３ 平成２５年度資金

計画 

 

（表略） 

 

 ＜主要な業務実績＞ 
予算に関して、以下の取組を

実施した。 
 
・船舶運航経費の節減、夏季

の電気代節減、年度途中での

契約電力引き下げ。 
 
・外部競争的資金への積極的

な獲得。 
 
・授業料等の安定確保のため

の PR 活動。 
 
・資金配分について、船舶運

航経費、新法人設立のための

打合せ経費、入試・学位授与

対応の充実経費等への重点的

に配分及び教育環境の整備の

ための経費の追加配分。 
 

＜評定と根拠＞ 
 適正な予算の執行

に努めるとともに経

費の節減を図りつ

つ、業務が効率的に

運営できるよう資金

の適切な配分に努め

たことや、自己収入

の拡大に努めたこと

から、 B 評価とし

た。 
 
 
 

評定        B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務

実績は、 
 
・資金配分について、船舶

運航経費、新法人設立のた

めの打合せ経費、入試・学

位授与対応の充実経費等

への重点的に配分を行っ

ている。 
 
・国、地方公共団体、水産

団体、民間企業等の公募又

は依頼に基づく調査・研究

を計 33 件実施したほか、

科学研究費補助金により

18 件の研究を行い、外部資

金の獲得に努めている。 
 
等、限られた財源の中で緊
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 学生定員の充足

に努め、授業料収

入の安定確保を図

るほか、寄附金等

による自己収入の

確保に努める。 

 

２ 平成２４年度（中期目標期間２年目）以降については次の

算定ルールを用いる。 

運営費交付金＝（平成２２年度一般管理費相当額×αX×γ） 

＋（（平成２２年度業務経費相当額－Ｃ）×βX×γ＋Ｃ） 

＋（人件費（退職手当、福利厚生費を除く。）×ε＋退職手当

＋福利厚生費）－諸収入±δ 

α：効率化係数（９７％） 

β：効率化係数（９９％）  

γ：消費者物価指数 

δ：各年度の業務の状況に応じて増減する経費 

ε：人件費抑制係数 

Ｘ：中期目標期間２年目は２、以降３、４、５とする。 

Ｃ：船舶運航経費実績額 

人件費＝基本給等＋退職手当＋休職者・派遣者給与＋再任用職

員給与＋雇用保険料＋労災保険料＋児童手当拠出金＋共済組合

負担金 

基本給等＝前年度の（基本給＋諸手当＋超過勤務手当）×（１

＋給与改定率） 

福利厚生費＝雇用保険料＋労災保険料＋児童手当拠出金＋共済

組合負担金 

 

（注）１．一般管理費相当額、業務経費相当額については、中

期目標期間初年度の額を超えないものとする。 

   ２．消費者物価指数及び給与改定率については、運営状

況等を勘案した伸び率とする。ただし、運営状況等に

よっては、措置を行わないことも排除されない。 

 

［注記］前提条件 

１．給与改定率、消費者物価指数についての伸び率を０％と推

定。 

２．平成２４年度以降の人件費抑制係数については、１００％

と推定。 

３．諸収入についての伸び率を０％と推定。ただし、授業料に

ついては、国立大学法人の動向等を考慮しながら免除率を引き

上げることもある。 

４．勧告の方向性を踏まえて効率化する額は、４２，７０３千

円とする。 

   

 

２ 収支計画 

・一括再委託の禁止措置及び

再委託把握措置については、

契約書の記載事項として「再

委託が伴う場合の一括再委託

禁止及び再委託の承認に係る

措置」を追加することによる

対応。（ただし、再委託の該当

案件はなかった。） 
 
 
  
 

急、重要事項に予算を重点

配分するとともに、自己収

入拡大に努めており、計画

に沿った業務運営を行っ

ていることからBとしたも

の。 
 
＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 
特になし 
 
 
＜審議会の意見＞ 

大臣評価「Ｂ」は妥当 
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 平成２３年度～平成２７年度収支計画 

（表略） 

 

３ 資金計画 

 平成２３年度～平成２７年度資金計画 

（表略） 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
４―１ 施設及び船舶整備に関する計画 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期

目標 
中期計画 年度計画 主な評

価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  １ 施設及び船舶整備に関する計画 

（１）施設整備計画 
 業務の適正かつ効率的な実施の確保のため、業

務実施上の必要性及び既存の施設、設備の老朽化

等に伴う施設及び設備の整備改修等を計画的に

行う。 
（表略） 
（２）船舶の整備計画 
 業務の適正かつ効率的な実施の確保のため、業

務実施上の必要性及び既存の船舶の老朽化等に

伴う船舶の整備改修等を行う。 
（表略） 
（３）中期目標期間を超える債務負担に関する計

画 
 船舶の整備については、平成２７年度から平成

２９年度までの３年間の整備計画により行う。

（平成２７年度１，６６７百万円 ３ヶ年総額

５，０００百万円） 

１ 施設及び船舶整

備に関する計画 

機械棟空調設備の改

修工事を行う 

 ＜主要な業務実

績＞ 
 設置から２０

年以上経過し、

故障の発生や部

品供給に支障の

あった機械棟空

調設備の改修工

事について平成

２７年３月に完

了させ、教育環

境の維持保全を

図った。 
 
 
  
 

＜評定と根拠＞ 
◯老朽化した機械棟空調設備の改修

工事について、計画通り完了させたた

め、B 評価とした。 
 
＜外部委員の意見＞ 
・役所の場合船の建造費や 修繕費な

ど 民間船の建造と違って、定価納入

が当たり前の様になっている。場合に

よっては 民間のコンサル会社を使

うなどして、価格査定や交渉を有利に

展開する工夫があっても良いのでは

ないか。 

評定      B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・機械棟空調設備の改修工事について平成 27 年３

月に完了させている。 
 
・老朽化が著しい練習船「天鷹丸」の代船建造に

かかる予算を確保している。 
 
等、年度計画に沿った業務運営をしていることか

ら B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
特になし 
 
＜審議会の意見＞ 

大臣評価「Ｂ」は妥当 
 
・改修工事の完了や計画に沿った業務運営に対す

る大臣評価は適切 
・法人が天鷹丸代船建造予算の確保をしたことを

評価 
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４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
４－２ 人事に関する計画 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １ 人事に関する計

画 
（１）人員計画 
 
 中期目標期間中の

人事に関する計画

（人員及び人件費の

効率化に関する目標

を含む。）を定め、業

務に支障を来すこと

なく、その実現を目

指す。 

１ 人事に関する計画 
（１）人員計画 
 ア 方針 
 
 中期・年度計画及び

中期・年度事業報告書

の作成、情報の公開等

の事務に加え、少子化

を巡る高等教育の定員

充足と学生多様化の問

題への対応、学生の就

職支援など充実強化す

べき事務等への要員配

置が必要になるが、事

務等を簡素化・効率化

するとともに教育職員

の併任体制により対処

し、常勤職員の人員増

抑制等を図り要員の合

理化に努めることとす

る。 
 
イ 人員に係る指標 
 大学校の教育におい

１ 人事に関する計

画  

（１）人員計画 

ア 方針          

 常勤職員の人員増

抑制等を図り要員の

合理化に努める。 

イ 人員に係る指標 

 大学校の教育にお

いて制度的に不可欠

な次の職員を確保す

る。 

ａ  学位授与のた

め、大学設置基準に

基づく必要な教育職

員 

ｂ 技術者教育プロ

グラムを維持するの

に必要な教育職員 

 ＜主要な業務実績＞ 
人事に関する計画について、以下の取組

を実施した。 
 
①人員計画として、実習教育センター長、

実習管理役、学生部長、学科長、水産学

研究科長、企画情報部長、企画調整役、

マルチメディアネットワークセンター管

理役、図書課長、学生課長及び実験実習

場長の計１７名について教育職員の併任

とすることにより、人員増加の抑制を行

った他、定年退職者の後補充を抑制し、

定年退職者の再雇用による特命教員及び

事務専門員を活用することした他、在職

者のうち適格者の昇任及び専任教員（７

名）を採用することで学位授与や技術者

教育プログラムを維持することに必要な

人体制の整備を図った。 
 
②人員に係る以下の各指標について実施

した。 
a 欠員充足を必要最少限としつつ、定年

退職者の再雇用などにより、学位授与制

度への対応を行った。 

＜評定と根拠＞ 
①人員計画において、

人員抑制を図り合理化

したことから B 評価

とした。 
 
②人材の確保につい

て、既存の制度を効率

的に活用し、更に本校

独自の方法を実施して

いること及び新たな制

度の検討を行っている

ことから B 評価とし

た。 
 
 
 
＜外部委員の意見＞ 
 
・研究教育に、現場の

知見から世界的な最先

端までのつながりを伝

える必要がある。 

評定    B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・実習教育センター長、実習管理役、学生

部長、学科長、水産学研究科長、企画情報

部長、企画調整役、マルチメディアネット

ワークセンター管理役、図書課長、学生課

長及び実験実習場長の計 17 名について教

育職員の併任とすることにより、人員の抑

制を行っている。 
 
・在職者のうち適格者の昇任及び専任教員

（７名）を採用することで学位授与や技術

者教育プログラムを維持することに必要な

人体制を確保している。 
 
等、計画に沿った業務運営を行っているこ

とから B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
特になし 
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て制度的に不可欠な次

の職員を確保する。 
ａ 学位授与のため、

大学設置基準に基づく

必要な教育職員 
ｂ 技術者教育プログ

ラムを維持するのに必

要な教育職員 
ｃ 海技資格の取得の

ための教育に必要な教

育職員 
ｄ 船舶に必要な法定

定員 
 
 これら以外の常勤職

員数については、期初

を上回らないものとす

る。 
 
（参考） 
期初の常勤職員数 １

８７名 

ｃ 海技資格の取得

のための教育に必要

な教育職員 

ｄ 船舶に必要な法

定定員 

b 欠員充足を必要最少限としつつ、公募

による専任教員の採用、非常勤講師の委

嘱、ＪＡＢＥＥ農学系分野審査講習会の

受講などにより技術者教育プログラムへ

の対応を行った。 
c 教育職員に一級学科教員再研修を受講

させた他、人事交流において航海実習教

育に対応できる二級海技士等の有資格者

を採用するなど、海技資格を取得するた

めの教育に必要必要な要員を確保した。 
d 海事関連法令に基づく定員を確保す

るとともに、船舶職員養成機関として実

習を担当する教育職員を確保した。 
 
 人材の確保に関して、以下の取組を実

施した。 
 
①一般職員については、26 年度は採用試

験を実施しなかったが、試験内容に時事

小論文及び適正試験を導入するなど、本

校独自の採用制度を実施し、船舶職員に

ついても、筆記試験、適性試験及び面接

試験など、本校独自の採用制度による人

材確保を行った。 
 
②教育職員の公募については、採用の透

明性及び有用な人材確保の観点から、関

係機関への文書送付に加え、本校 HP 及

び科学技術振興機構のデータベースへの

情報掲載を行った。 
 
③任期付職員の任用については検討を行

った者の制度化までには至らなかった

が、今後も情報を収集しながら、新たな

採用方法の導入について、引き続き検討

を進めていくこととしている。  

＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 
 
・計画に沿った業務運営、人員要請策等大

臣評価は適切 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
４－３ 内部統制 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  「独立行政法人に

おける内部統制と評

価について」（平成２

２年３月独立行政法

人における内部統制

と評価に関する研究

会）のほか、総務省

政策評価・独立行政

法人評価委員会から

独立行政法人の業務

実績に関する評価の

結果についての意見

として農林水産省独

立行政法人評価委員

会に通知された事項

を参考に、内部統制

の更なる充実・強化

を図る。 

 「独立行政法人にお

ける内部統制と評価に

ついて」（平成２２年３

月、独立行政法人にお

ける内部統制と評価に

関する研究会）のほか、

総務省政策評価・独立

行政法人評価委員会か

ら独立行政法人の業務

実績に関する評価の結

果等の意見として農林

水産省独立行政法人評

価委員会に通知された

事項を参考に、内部統

制の更なる充実・強化

を図る。 

 「独立行政法人に

おける内部統制と評

価について」（平成２

２年３月独立行政法

人における内部統制

と評価に関する研究

会）のほか、総務省

政策評価・独立行政

法人評価委員会から

独立行政法人の業務

実績に関する評価の

結果等の意見として

農林水産省独立行政

法人評価委員会に通

知された事項を参考

に、適正な内部統制

を維持する。 

 ＜主要な業務実績＞ 
①リスク対応のため、理事長直属の監査

役が本校業務全般にわたり監査項目を列

挙した上で、合法性と合理性の観点から

年度計画に基づき内部監査を行い、結果

について理事長に報告するとともに、幹

部及び監事が参加する運営会議を通じて

周知した。 
 
②監事監査においては、監事連絡会及び

決算検査説明会に参加するなど、内部統

制に係るチェック体制の強化を図った

他、業務及び会計の２つの観点から監査

を行い、結果は理事長に報告するととも

に、運営会議を通じて周知した。 
 
③運営会議にて、各部科長からの議案提

出及び報告に対して、理事長が大局的、

中長期的視点から改善すべき事項及び優

先順位等について適宜指示を行うなど、

トップマネージメントの下で業務を適切

かつ迅速に執行するとともに定期的な情

報共有を図った。 
 

＜評定と根拠＞ 
◯内部統制の充実・強

化が適切に図られてい

ることから、 B 評価と

した。 

評定      B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・理事長が大局的、中長期的視点から改善

すべき事項及び優先順位等について適宜指

示を行うなど、トップマネージメントの下

で業務を適切かつ迅速に執行するとともに

定期的な運営会議等を通じて情報共有を図

っている。 
 
・通則法改正に基づき、内部統制の充実、

監事機能の強化等のため、業務方法書の改

正及び関連諸規程の整備を行っている。 
 
等、計画に沿った業務運営を行っているこ

とから B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
平成 28 年４月に水産総合研究センターと

の統合が予定されており、統合法人おける

適切な人材育成業務の内部ガバナンスの構

築が求められる。 
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④外部の有識者からなる外部評価委員会

を設置し、外部の視点から業務全般にわ

たる評価を受けた。 
 
⑤通則法改正に基づき、内部統制の充実、

監事機能の強化等の業務方法書の改正及

び関連諸規程の整備を行うことから、内

部統制強化の準備を進めた。 
 
⑥２６年８月２５日付けの水産庁からの

依頼通知「試験・研究等にかかる適正な

経理処理について」に基づいて、不正防

止計画推進委員会に確認調査のための分

科会を設置し、２１年度から２５年度の

間の研究用資金の経理処理等を確認調査

し、不適切な経理処理は確認されなかっ

た旨、水産庁に報告を行った。 
 
 

 
＜審議会の意見＞ 

大臣評価「Ｂ」は妥当 

 

・情報共有、統制強化に対する大臣評価は

適切 

・理事長のトップマネジメントを評価する 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
４－４ 情報の公開と保護 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 公正で透明性の高い

法人運営を実現し、

法人に対する国民の

信頼を確保する観点

から、情報の公開及

び個人情報の保護に

適正に対応する。 
 
 なお、情報の取扱

いについては、情報

セキュリティに配慮

した業務運営の情報

化・電子化に取り組

み、業務運営の効率

化と情報セキュリテ

ィ対策の向上を図

る。 

「独立行政法人等の保

有する情報の公開に関

する法律」（平成１３年

法律第１４０号）に基

づき適切な情報の公開

を行う。 
 
 「独立行政法人等の

保有する個人情報の保

護に関する法律」（平成

１５年法律第５９号）

に基づき個人情報の適

切な管理を行う。 
 
 「国民を守る情報セ

キュリティー戦略」（平

成２２年５月１１日情

報セキュリティ政策会

議）に即して情報セキ

ュリティ対策の推進を

図る。 

「独立行政法人等の

保有する情報の公開

に関する法律」（平成

１３年法律第１４０

号）、「独立行政法人

等の保有する個人情

報の保護に関する法

律」（平成１５年法律

第５９号）に基づき、

適切な情報の公開、

個人情報の適切な管

理を行うほか、「国民

を守る情報セキュリ

ティ戦略」（平成２２

年５月１１日情報セ

キュリティ政策会

議）に即して情報セ

キュリティ対策の推

進を図る。 

 ＜主要な業務実績＞ 
①ホームページに「情報公開」のページ

を設け、「独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律」等に基づいて積極

的に公表及び情報提供し、何時でも誰で

も自由に情報が得られるように整備し

た。 
 
②「独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律」に基づく開示請求者に

対して適切に対応できるよう、情報公開

窓口専用の個室を設け、来校者への公表

及び情報提供を行った。 
 
③「独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律」第７条の規定に基

づき、個人情報の漏洩防止に努めたほか、

個人情報保護に関するパンフレット・機

関誌等を配付・回覧し、職員への周知徹

底を図った。 
 
④情報セキュリティ対策としては、ウイ

ルス対策や不正接続の防止対策等を実施

するとともに、情報セキュリティ委員会

＜評定と根拠＞ 
◯情報の公開と保護 
 情報公開に係る法令

及び規程に基づき、適

切な情報の公開、個人

情報の適切な管理を行

い、更には情報セキュ

リティの確保を目的と

して制定した規程の運

用状況の確認を行った

ため、全体では B 評価

と した。 
 
 
 

評定       B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・ホームページに「情報公開」のページを

設け、「独立行政法人等の保有する情報の公

開に関する法律」等に基づいて積極的に公

表及び情報提供している。 
 
・情報セキュリティ対策として、ウイルス

対策や不正接続の防止対策等を実施すると

ともに、情報セキュリティ委員会を開催し

て所要の対応の検討と実施を行ったほか、

全職員を対象に情報セキュリティ説明会を

本校としてはじめて開催している。 
 
等である。平成 27 年２月に学生による校

内ネットワークへの不適切接続が発生した

が、的確・迅速に対応し障害は生じなかっ

たこと、また、即刻、再発防止策実施して

いることから、評定を標準以下とするには

至らないものとして B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方
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を開催して所要の対応の検討と実施を行

った他、全職員を対象に情報セキュリテ

ィ説明会を本校としてはじめて開催し

た。 
 
 
 

策＞ 
多数の学生が利用することも踏まえた情報

セキュリティ対策の強化が求められる。 
 
＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 

 

・ＨＰの活用、委員会の開催や不正学生へ

の対応等の大臣評価は適切 
 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
４－５ 環境対策・安全管理の推進 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート事業番号：27年度 0242 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価

指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 大学校の活動に伴

う環境への影響に

十分配慮するとと

もに、事故及び災

害を未然に防止す

る安全確保体制の

整備を行う。また、

環境負荷低減のた

めのエネルギーの

有効利用やリサイ

クルの促進に積極

的に取り組む。 

環境への負荷を低減す

るため「国等による環

境物品等の調達の推進

等に関する法律」（平成

１２年法律第１００

号）に基づく環境物品

の購入等の取り組みを

実施し、それらを環境

報告書として作成の上

公表する。 
 「労働安全衛生法」

（昭和２２年法律第４

９号）に基づき、職場

の安全衛生を確保する

とともに、学生の安全

に配慮した教育研究活

動の実施を図る。 

環境への負荷を低減するた

め「国等による環境物品等

の調達の推進等に関する法

律」（平成１２年法律第１０

０号）に基づく環境物品の

購入等の取り組みを実施

し、それらを環境報告書と

して作成の上公表するとと

もに、「労働安全衛生法」（昭

和２２年法律第４９号）に

基づく職場の安全衛生の確

保、学生の安全に配慮した

教育研究活動の実施、災害

対策に取り組む。 

 ＜主要な業務実績＞ 
①「国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律」に基づき、環境物品の購入等の

取組みを進めるため調達方針を定め、調達実

績とともにと本校ＨＰにて公表を行った。 
 
②職場の安全衛生を確保するため、労働安全

衛生法、船員法に定める定期健康診断及び特

定業務従事者健康診断の実施、メンタルヘル

ス対策による「心の健康づくり計画」の作成、

各種予防対策の周知、健康障害防止の作業環

境測定、危険物の保安・管理、火災その他の

災害の予防及び人命の安全並びに被害の極限

防止などの対策を実施した。 
 
 

＜評定と根拠＞ 
◯環境物品等の

調達の推進を図

るための方針、調

達の実績及び環

境報告書の公表

を行ったため、ま

た、職場の安全性

の確保及び学生

の安全に配慮し

た教育活動を実

施したため B 評
価とした。 
 
 

評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
本年度における主な業務実績は、 
 
・労働安全衛生法、船員法に定める定期健

康診断及び特定業務従事者健康診断の実

施、メンタルヘルス対策による「心の健康

づくり計画」の作成、各種予防対策の周知、

健康障害防止の作業環境測定、危険物の保

安・管理、火災その他の災害の予防及び人

命の安全並びに被害の極限防止などの対策

を実施している。 
 
・校内で保管していた PCB について、関

係法令に基づき適正に処理している。 
 
等、計画にそった業務運営を行っており、

校内の環境・安全管理に努めていることか

ら B としたもの。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 
特になし 
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＜審議会の意見＞ 
大臣評価「Ｂ」は妥当 
 
・順法対応、計画に沿った業務運営に対す

る大臣評価は適切 
・若者の心の病が問題化しており、メンタ

ルヘルスの充実を法人に指導されたい 

 
４．その他参考情報 
特になし 

 


